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  午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、まちなか定額タクシーのスタートから３

か月が経つが、成果と課題は何か外３点、20番髙

橋英夫議員。 

  〔２０番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○２０番（髙橋英夫議員） おはようございます。 

  一般質問３日目となりました。トップバッター

は、日本共産党市議団の髙橋英夫でございます。

よろしくお願いいたします。 

  まずもって、今日お忙しい中、傍聴に出席され

ております市民の皆さんに感謝を申し上げます。

ありがとうございました。 

  では早速、私の質問に入ります。今回の私の質

問項目は４項目です。 

  １項目めは、まちなか定額タクシーのスタート

から３か月が経つが、成果と課題は何かでありま

す。 

  ９月からスタートしましたまちなか定額タクシ

ーは、これまで、市立病院に通院するのにタクシ

ー代が片道2,000円もかかる、市民バスがあると

いっても停留所までが遠い、目的地まで行くのに

時間がかかる、本数が少なく利便性が低いといっ

た多くの不便を感じていた市民にとって、画期的

な交通手段の実現となりました。 

  ドア・ツー・ドアで小回りの利くまちなか定額

タクシーは、とても喜ばれているものと認識して

いるところです。タクシー会社にとっても、稼働

率が上がり、売上げが向上し、経営的にメリット

が生じているものと推測されます。 

  一方で、自宅が出発点、または到着点という乗

り方の制約があるなどで、不便を感じている市民

の方もおられます。 

  スタートから３か月が経過した今、どのような

成果、そして課題が浮かび上がっているのでしょ

うか、お伺いいたします。 

  ２項目めは、さらなる子育て支援策として、「お

むつ定期便」等を導入してはどうかであります。 

  少子化が加速する中、子育て支援の充実で選ば

れるまちを目指す自治体が広がっています。 

  本市では、出生数が想定を超えて減少し続けて

おり、有効な対策を講じる課題があるものと思い

ます。 

  本市が例年発行している「よねざわ子育てハン

ドブック」、これです。「よねざわ子育てハンド

ブック」には、本市の子育て支援の全てのメニュ

ーが掲載されており、これを見ると、きめの細か

い様々な子育て支援策が講じられているものと

感じます。 

  しかし、そうではあっても、出生数が激減して

いる現状ですので、これを食い止める意味でもさ

らなる支援策を上乗せしていく必要があるので

はないでしょうか。 

  そこで私は、先進的自治体の取組を参考にして、

幾つかの施策を提案したいと思います。 

  小項目の１は、「おむつ定期便」を導入しては

どうかです。 

  日経新聞2023年12月29日付の記事から先進事例

を紹介いたします。 

  兵庫県明石市では、2020年10月からおむつ定期

便を始めました。生後３か月から満１歳までの10

か月間、おむつやおしりふき、ミルクなど、3,000

円相当の育児用品を毎月無償で受け取ることが

できます。 

  配達員は、市から事業を委託された生活協同組
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合コープこうべの見守り支援員で、育児経験があ

り、児童相談所の職員から虐待の兆候を見分ける

ポイントについて講習を受けています。配達先が

子育てに悩みを抱えていれば相談に応じ、赤ちゃ

んの様子に異変があれば市の担当者に連絡して

支援につなげます。サービスの利用世帯数は

2,200に上ります。 

  育児に疲れたと訴えた利用者を市の担当部署に

つなぎ、保健師が利用者に連絡を取った事例もあ

ります。市の担当者は、定期的に会って見守りす

ることで小さな変化に気づきやすく、信頼関係を

築きやすいと話しています。 

  この事例のように、育児費用の負担軽減になる

上、虐待につながるような家庭の異変を行政側が

把握しやすくなる効果が期待できるおむつ定期

便を本市でも導入してはいかがでしょうか。 

  小項目の２は、「家事支援サービス」を導入し

てはどうかです。 

  同じく、日経新聞2023年12月16日付の記事から

先進事例を紹介いたします。 

  日経新聞社と日経ＢＰの情報サイト「日経×

woman」が、主要都市の子育て支援サービス内容

を調査・採点し作成した「共働きしやすい街ラン

キング2023」で１位となった、千葉県松戸市が実

施している子育て支援サービスのうちの一つが

家事支援サービスです。 

  保育所などを利用していない２歳未満の子供が

いる家庭や妊婦を対象に、2023年８月からこのサ

ービスを始めました。ヘルパーが家庭を訪ねて、

家事などを支援すると同時に育児の相談にも応

じます。児童１人につき年40時間を上限に、１時

間500円で利用できます。 

  第４子を出産予定のある利用者は、水回りの清

掃や食事の準備などで月に２回ほど利用してい

ます。「産休や育休中は人と話す機会が減る。家

事の負担が減る上、話し相手もできて助かる」と

笑顔で話します。 

  松戸市子ども政策課の鈴木課長は、「周囲に頼

りやすくする仕組みを整えて、社会全体で子育て

できる環境を提供したい」と話しています。 

  本市における子育て支援サービスでは、多胎児

子育て支援事業、ここでいう多胎児というのは、

双子とか三つ子ですね。多胎児子育て支援事業と

いうものがあり、０歳から２歳までの間に限り家

事支援サービスを利用できるというものがある

のと、ファミリー・サポート・センター事業の中

に食事づくりのサービスがあるようです。 

  松戸市のように利用対象者を、保育所などを利

用していない２歳未満の子供がいる家庭や妊婦

まで広げ、かつ、サービスの範囲の広い家事支援

サービスを導入してはいかがでしょうか。 

  小項目の３は、「ひとり親家庭の受験料補助」

を導入してはどうかであります。 

  埼玉新聞2023年12月21日付の記事から先進事例

を紹介いたします。 

  埼玉県上尾市では、ひとり親家庭などの低所得

世帯で、市の学習支援事業を利用する子供を対象

に、大学の受験料や模試を受けるための費用の助

成を始めました。 

  上尾市の学習支援は、無料の学習支援教室や学

習相談などで、貧困による学歴の格差解消を目的

に実施しています。補助額は、高校３年生（対象

約20人）の大学受験料上限５万3,000円、模試費

用上限8,000円、中学３年生（対象約40人）の模

試費用上限6,000円です。 

  上尾市こども支援課は、子供たちの進学に向け

てのチャレンジを後押ししたいとしています。本

市でも、この事例のような制度を導入してはいか

がでしょうか。 

  次の３項目めは、従来の健康保険証が引き続き

使えるということを周知すべきではないかであ

ります。 

  本年12月２日から使用できなくする予定だった

従来の健康保険証を、来年３月まで使用できるよ

うにする暫定措置を医療団体には連絡した厚生

労働省ですが、この措置について国民に広く周知
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はしていません。このままでは、医療の現場で多

くの混乱が起こる可能性があります。本市として

も、最大限の周知活動をするべきではないでしょ

うか。 

  厚生労働省はテレビＣＭで、「12月２日からは

従来の健康保険証が使えなくなります」とだけ強

調していました。まだマイナ保険証を持っていな

い人は、10割負担になるのではという不安を抱え

ています。実際には、資格確認ができれば３割負

担など、従来どおりの自己負担率で受診は可能で

す。 

  国民にとって重要なのは、安心して受診できる

かどうかです。にもかかわらず、厚生労働省は、

12月２日以降も来年３月末まで従来の保険証が

使えるという特例を十分に周知していません。こ

れは、制度の透明性を欠く対応ではないでしょう

か。 

  制度変更は国民生活に直結します。厚生労働省

が特例措置を設けている以上、それを正しく伝え

る責任があります。周知不足は説明責任の放棄で

はないでしょうか。 

  12月２日以降の受診では、マイナ保険証か資格

確認書の提示が基本となるが、来年３月末までは

従来の健康保険証も使えますという大事な情報

を広く市民に周知することは、起こり得る医療現

場での混乱を未然に防止する対策となります。

様々な手だてを講じて、このことを市民に周知す

るべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  ４項目めは、本市では「居住サポート住宅制度」

の導入を検討しているのかであります。 

  本年10月から、国土交通省と厚生労働省が居住

サポート住宅制度をスタートさせました。制度の

背景としては、日本では単身世帯の増加、持家率

の低下が進み、特に高齢者や低所得者が賃貸住宅

を借りにくい状況が課題となっていることが挙

げられます。 

  大家の側も、孤独死、家賃滞納、死亡時の残置

物処理などのリスクを懸念しており、双方の不安

を解消するために制度が創設されました。 

  この制度の目的としては、住宅確保要配慮者の

居住安定を支援すること、大家の不安軽減を図り、

賃貸住宅市場での受入れを促進することが挙げ

られます。 

  居住サポート住宅は、法律上、居住安定援助賃

貸住宅と呼ばれます。居住支援法人や自治体が大

家と連携し、入居者に以下のサポートを提供しま

す。日常の安否確認、訪問による見守り、福祉サ

ービスや医療機関へのつなぎ。 

  認定制度となっており、福祉事務所設置自治体

である市区町村長が認定します。認定された住宅

は、居住サポート住宅情報提供システムで、全国

どこからでも検索できます。認定により、サービ

スの質が標準化され、悪質業者の排除も期待され

ます。 

  利用対象者は、高齢者、障がい者、低所得者、

子育て世帯、外国人やＤＶ被害者、生活困窮者な

どとなっています。 

  特徴とメリットとしては、入居者にとっては、

安心して暮らせる環境、福祉サービスとの連携。

大家にとっては、家賃滞納や孤独死リスクの軽減。

支援法人にとっては、法的根拠をもって支援を提

供できるなどが挙げられます。 

  本市においても高齢化が急速に進行する中、今

住んでいる持家や土地を処分してアパートに移

りたい、除雪や雪下ろしの必要がない集合住宅に

移りたい、見守りサービスを利用したい、いざと

いうときに福祉サービスにつないでもらいたい、

死亡時の残置物処理の段取りをしておきたい

等々、居住サポート住宅へのニーズは高まるもの

と推測します。 

  本市では、居住サポート住宅制度の導入を検討

されているでしょうか、お伺いいたします。 

  演壇からの質問は以上です。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私から、１のまちなか定



- 138 - 

額タクシーのスタートから３か月が経つが、成果

と課題は何かとの御質問にお答えいたします。 

  初めに、まちなか定額タクシーの事業に関する

成果についてでありますが、まずは、運行開始後

の登録者の状況や運行実績についてお示しをさ

せていただきます。 

  初めに登録者の状況ですが、７月から実施した

各コミュニティセンターにおける登録会以降、登

録者数は９月の運行開始時点での3,671人に対し、

12月１日現在で5,191人となっており、現在も増

えている状況となっております。 

  次に、運行実績につきまして、現在把握してい

る９月から10月の２か月間分の状況となります

が、運行回数は8,009回で、同乗者を含む全体の

利用者数は9,750人となっております。これを１

日平均にしますと、１日約160回の運行で、利用

者が195人となっております。当初、１日138回程

度の運行と考えておりましたので、現状、想定よ

りも多くの方に御利用いただいております。 

  また、登録者に対して実際に利用された方の実

人数ですが、10月末現在の登録者数4,903人に対

し、利用者の実人数は1,429人で、登録者の約３

割の方が利用しております。年代別では利用の８

割以上が70代以上で、また、最も多い利用者は２

か月間で76回の利用があり、９割以上の方は10回

未満の利用となっております。時間帯別では９時

から11時の利用が全体の６割弱を占めている状

況で、午前の早い時間帯に通院などの用事を済ま

せる傾向にあるものと考えております。 

  以上を踏まえ、これまで通常のタクシーを御利

用されていた方の負担軽減につながっているほ

か、利用されてこなかった方の御利用にもつなが

り、お出かけの機会づくりに寄与しているものと

推察しているところであります。市民の皆様から

も、非常に助かるとのお声をいただいているとこ

ろです。 

  また、運行するタクシー会社からは、稼働率が

上がり売上げも増加しており、ありがたいとのお

言葉もいただいているところです。 

  通常のタクシーのような融通の利く使い方がで

きないのかとの御要望もあるところですが、公共

交通として運行する特性におきまして、運行範囲

や移動できる場所を限定することで効率的な運

行を可能とし、安価に御利用いただける移動手段

と考えておりますので、この点については随時丁

寧に説明し、御理解をいただいているところであ

ります。 

  運行開始からまだ３か月が経過した状況であり

ますので、今後については実績を積み重ね、持続

可能な公共交通として、タクシー会社と連携しな

がら事業を推進してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、大項目２と大

項目４についてお答えいたします。 

  初めに大項目２、さらなる子育て支援策として、

「おむつ定期便」等を導入してはどうかの（１）

「おむつ定期便」を導入してはどうかについてで

すが、産後間もない母親は情緒的にもとても不安

定な時期であり、子育てによる孤立感も懸念され

ます。 

  本市においては、子育て家庭の見守りや不安の

解消のために、保健師などが、妊娠届出時、妊娠

８か月頃、赤ちゃん訪問と複数回にわたり面談や

電話連絡を対象者全員に行っております。このよ

うな活動を通して、妊産婦と保健師などが妊娠期

から気軽な相談や情報提供ができる顔が見える

関係性を構築し、出産から子育てまで一貫して伴

走型相談支援ができるよう努めています。 

  全員を対象とした事業と併せて、継続的な支援

が必要と思われる家庭に対しては、他の事業の紹

介や関係機関とも連携した支援を行っておりま

す。具体的には、育児不安が強い産後のなるべく

早い時期に赤ちゃん訪問に伺い、母子の状態を把

握し具体的な育児指導をした上で、同じ月齢のお
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子さんと保護者が集う場である「おやこ広場」事

業や、出産した医療機関等で授乳指導や母親の身

体的な回復を促す産後ケア、未就学のお子さんと

一緒に保護者が自由に集うことができる、地域の

子育て支援センター等の利用などをお勧めして

います。外出が難しい家庭には、継続して自宅へ

訪問し、育児の相談等を実施しています。 

  おむつ定期便は、乳児を養育している家庭に対

して、おむつを配付しながら見守りを行い、子育

て家庭の孤立を防止したり、支援を要する家庭を

早期発見し必要な支援につなぐこと、また、経済

的負担の軽減を目的に実施している自治体が多

いと認識しておりますが、本市としては、これま

でも実施してきた専門職による継続性を持った

相談を行い、関係機関と連携しながら切れ目のな

い支援を継続していきたいと考えております。 

  また、経済的な支援としては、今年度から妊婦

のための支援給付金として制度化され、妊娠中と

産後に合わせて10万円が支給されております。 

  このようなことから、おむつ定期便の導入は考

えていないところですが、さらなる経済的な支援

については、令和８年度からのまちづくり総合計

画第１期実施計画の策定の中で協議している状

況です。 

  次に、（２）「家事支援サービス」を導入して

はどうかについてお答えいたします。 

  本市におきましても、令和５年度から、本市に

居住し、家事・育児等に対して不安や負担感を抱

える18歳未満の子がいる子育て家庭や妊産婦を

対象とし、米沢市子育て世帯訪問支援事業として

家事支援サービスを導入しております。 

  国の子育て世帯訪問支援事業実施要綱に基づき

実施しており、支援対象者については、児童や保

護者または妊婦からの相談や、庁内の関係部署及

び関係機関からの情報提供・相談等により把握さ

れ、本事業による支援が必要と認められた者とさ

れていることから、本市で支援を行っている家庭

に対し利用を勧め、実施しております。 

  事業概要としましては、対象となる家庭の居宅

を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩み

を傾聴するとともに、食事の準備・後片づけ、洗

濯、掃除、買物の代行などの家事支援、おむつ交

換、沐浴補助、保育所等の送迎等の育児支援を行

うものです。 

  利用者の意見を聞きながらサポートプランを作

成するなど、自立を目指し継続してサービスを提

供しております。 

  対象範囲を拡充することにつきましては、サー

ビス提供体制の整備や財政的な課題など様々な

課題があると考えていることから、本市としては、

支援が必要な方を対象とした家事支援サービス

を推進していきたいと考えております。 

  次に、（３）「ひとり親家庭の受験料補助」を

導入してはどうかについてお答えいたします。 

  本市におきましては、ひとり親家庭への支援策

の一つとして、県の補助金を活用し業務委託によ

り、ひとり親家庭生活・学習支援事業を行ってお

ります。本事業は、ひとり親家庭の子供が抱える

特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点

から、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等

を行い、ひとり親家庭の子供の生活の安定と向上

を図るとともに、ひとり親家庭の子供を地域で支

える仕組みづくりを推進することを目的として

実施しているものです。令和５年度は46回開催し、

延べ269人、令和６年度は45回開催し、延べ331人

の小中高校生に対して学習支援を行っていると

ころです。 

  本市では、大学等受験料支援や模擬試験受験料

支援は実施していないところではありますが、学

習支援を行うことで、進学に向けても意欲的に取

り組んでいけるものと考えております。また、お

子さんの進学や就学に向け、母子父子寡婦福祉資

金の貸付けにおいて様々な支援を行っており、御

相談に応じた対応もしているところです。 

  続いて、大項目４、本市では「居住サポート住

宅制度」の導入を検討しているのかについてお答
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えいたします。 

  居住サポート住宅制度は、居住支援強化のため

の施策の一つとして、住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、

令和７年10月１日より施行されており、本市にお

いても10月から体制を整えております。 

  この制度は、高齢者や低所得者などの住宅確保

要配慮者の居住安定という福祉的要素に加えて、

民間賃貸住宅の有効活用など住宅政策的要素を

併せ持つことから、その認可に当たっては、既に

福祉部門と住宅部門において協議をしておりま

す。 

  役割分担として、住宅物件認定の申請受付窓口

は社会福祉課に置き、居住サポート部分について

は社会福祉課と高齢福祉課、物件の審査及び認定

後の指導監督等の住宅部門については、建築住宅

課と協働し対応しております。 

  現時点で、事業者からの認定申請はありません

が、不動産業者や介護事業者などから、制度や認

定基準についての問合せがあるところです。 

  また、居住サポート住宅の認定要件の一つとし

て、居住支援法人等がサポートを行う必要があり

ますが、現時点で、本市をはじめ置賜管内には居

住支援法人が設立されておりません。 

  なお、本市の介護事業者などから法人設立に向

けた相談等も受けておりますので、今後、法人が

設立されることにより、居住サポート体制が整い、

不動産事業者や大家側の不安軽減につながるこ

とから、関係課等と連携し、居住サポート住宅制

度を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

  〔遠藤直樹市民環境部長登壇〕 

○遠藤直樹市民環境部長 私からは、３の従来の健

康保険証が引き続き使えることを周知すべきで

はないかについてお答えいたします。 

  本市が交付していた健康保険証は、74歳までの

方が加入する国民健康保険と75歳以上の方が加

入する後期高齢者医療制度の２種類がございま

す。 

  本市の人口約７万5,000人中、国民健康保険の被

保険者は約１万2,000人、後期高齢者医療制度の

被保険者は約１万4,000人となっており、約35％

の方が加入している医療保険であります。 

  国民健康保険及び後期高齢者医療制度の従来の

健康保険証は本年７月31日に有効期限が満了し

ましたが、昨年12月からホームページや広報、チ

ラシなどにより既に周知をしており、本年８月以

降に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証ま

たは資格確認書を提示するようお知らせしてお

ります。このため、８月の一斉更新時や最近も被

保険者からの問合せはあるものの、大きな混乱は

見られない状況にあります。 

  なお、この資格確認書ですが、国民健康保険の

被保険者についてはマイナ保険証を利用されて

いない方に対して、後期高齢者医療制度の被保険

者については加入者全員に対して、本年７月に送

付しているところであります。 

  また、マイナ保険証の利用率ですが、国民健康

保険の被保険者のうち７割を超える方が利用さ

れております。後期高齢者医療制度の被保険者の

マイナ保険証利用率は、山形県後期高齢者医療広

域連合がデータを管理しており、約３割の方が利

用されているようであります。 

  この２つの保険制度以外の各職場の健康保険制

度における健康保険証の取扱いは、各保険者が加

入者に対し適切に周知しているものと考えてお

ります。 

  また、最近の新聞、テレビなどの報道でも取り

上げられておりますので、認知度は上がっている

ものと推測しております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） まず、居住サポート住

宅制度について先にお伺いをしたいと思います。 

  本市においては、高齢者や障がい者、ひとり親
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家庭、低所得者、外国人、ＤＶ被害者などの市民

が新たに賃貸住宅を契約する際に、様々な不安要

素から大家さんが貸し渋り、入居先を探すのが大

変という事例が現にあるとは思いますが、その辺

の現状を把握しているでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 現状としては、本市社

会福祉事務所や社会福祉協議会、その他の関係機

関において、住宅確保のための支援を要する相談

は増加していると認識しております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） この居住サポート住宅

制度は始まったばかりで、まだこれ機能していな

いわけですけれども、これまでのところ、そうい

う貸し渋り等の事例が発生した場合にどのよう

に対応されていますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほどはすみませんで

した。事例といたしましては、家族や地域との関

係が希薄化し保証人がいない、障がいなどに起因

して周囲とのトラブルに発展している、住居を持

たずに車上にて生活しているなど、本市において

も様々な相談が寄せられております。 

  このような事例への対応については、支援機関

などが不動産業者や大家へ働きかけを行いまし

て、個別の事情に応じた住居を確保している状況

になっております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） ちなみに、どうしても

解決できなかった、住宅の賃貸につなぐことがで

きなかったといった事例はございませんか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 今のところですけれど

も、そのような事例までは確認できていないとこ

ろですけれども、誠心誠意こちらのほうでも、居

住は大事なものになりますので、居住できるよう

努めているところです。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） もし分かったら教えて

ほしいのですけれども、本市において、たった一

人で亡くなっている事例、孤立死ですか、こうい

ったものの発生件数というのは分かりますか。も

し推移とか分かったら教えてください。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 本市で把握できる死亡

等に関するものにつきましては、市が身寄りのな

い方について行った火葬・埋葬の件数になります。

そのため、亡くなられた方が、生前に社会的なつ

ながりや助けのない孤独な状態であったかとい

うような情報については、正確な実数を把握する

ことはできない状況です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） では、市が対応してい

る埋火葬については、例えば令和５年、６年ぐら

いの推移というのはありますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 市が関わりました社会

福祉課、高齢福祉課で行った身寄りのない方の火

葬・埋葬の実績については、令和５年度は８件、

令和６年度は15件、令和７年度の11月末時点の件

数は６件という状況です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 身寄りのない人が今の

ように孤立死をした場合、家、土地、残置物など

はどのように処理されているのでしょうか。また、

このようなケースは、今後、高齢化が進んでいま

すので増えていくものと考えますが、市としては

このことをどのように認識されていますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 死後事務につきまして

は、行政が法律の範囲で行えることは、身寄りの

ない方の埋火葬に限られます。身寄りのない方が

亡くなられた場合は、家、土地、残置物などの処

理については、親族等を調査し、法定相続人がい

ない場合、令和７年３月に厚生労働省及び法務省

から発出された「身寄りのない方が亡くなられた
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場合の遺留金等の取扱いの手引」に沿った処理を

行い、最終的に相続人が不在となった場合の個人

の財産は、民法の規定に基づき国庫に帰属するこ

とになります。 

  高齢者単身世帯の増加や核家族の増加に伴い、

身寄りのない方、あるいは家族がいても疎遠な方

などが増加する傾向にあると考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 本市においては、今、

空き家が非常に多い、千数百件あるのかな。その

中で今のようなケースですね、身寄りの方がいな

い、相続人も探せない。結局、最終的に残置物等

も処理できないということで、土地や家、残置物

がそのままになっているというケースもあるの

でしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 具体的な件数等はこち

らで押さえておりませんが、少なからずあるもの

と考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） これ改めて認識上の確

認となりますけれども、このたびスタートしまし

た居住サポート住宅制度、先ほどの答弁では、市

のほうで10月に体制づくりが始まったというこ

とでした。本市では、この制度、問題解決にかな

り役立つものと認識されておりますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほど私のほうで、手

引の年数を少し間違えてお伝えしたかもしれま

せん。令和７年３月ということで修正をお願いい

たします。 

  また、今の御質問についてですけれども、居住

サポート住宅制度は、従来の市場原理では排除さ

れがちだった住宅確保要配慮者が、適切な住まい

を確保するためのセーフティーネットとして有

益であると考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 先ほど壇上からの答弁

にもありました。恐らく居住支援法人、この辺が

一番難しいのかなという印象を私は持っている

のですけれども、この制度を導入するに当たりま

して、国としては認定事業者であり、居住支援法

人、あるいは援助実施者ですか、認定家賃債務保

証業者、居住支援協議会、大家の協力体制といっ

た地域内での体制整備というものをイメージさ

れているようですが、この体制整備に当たって、

各こういう種別の団体、あるいは事業者、どんな

ことがハードルになっていくでしょうか。それぞ

れ今想定されていることがありましたら教えて

ください。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 本市の居住支援体制を

構築する上で、関係者及び関係機関等が現状と課

題を把握することにより、住宅確保要配慮者の住

宅確保に導くビジョンなど、具体的な連携体制が

必要であると考えております。体制整備の中で特

に重要なのが、大家の協力体制となります。 

  大家が住宅を提供するには、建物のバリアフリ

ー化など、初期費用の負担が大きく、大家にとっ

て投資判断が難しい状況が考えられます。家賃設

定を安価に設定する必要があることで、住宅改修

費用を家賃収入により回収することが容易でな

く、設備投資へのインセンティブが働きにくいこ

とが挙げられております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 先ほど部長の壇上から

の答弁の中では、問合せがあったというのは、不

動産業者ともう一つ何でしたっけ。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 はい、介護保険事業者

になります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） そうしますと、住宅を

保有している大家さん方というのは、まだ問合せ

というのはないわけですよね。今の話がありまし

たように、なかなかうちの住宅を使っていいよと
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なっていただける大家さんを探すのは結構ハー

ドルは高いのかなという印象がありました。しか

し、まずは、これを始めていくということが大事

かなと、そして効果を検証していくということが

大切だと思います。 

  まずは高齢者単身世帯を対象にしたモデル事業

を試行、導入して、効果を検証してはどうでしょ

うか。そのために、まず業者、福祉団体、大家さ

んなど関係者への説明会を行って、理解が得られ

た関係者により、まず小規模からでも動いてみる

ということが大事かと思いますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 現在、複数の事業者よ

り具体的な相談を受けていることから、令和８年

度中には居住サポート住宅の認定ができるもの

と見込んでおります。認定を行った場合には、事

業者や利用者のヒアリングなど、運営状況の把握

を行いながら効果を検証したいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） ぜひ令和８年から、小

さくてもいいので、まず形ができるということを

期待したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、さらなる子育て支援の関連で質問をした

いと思います。 

  消費者物価指数――これは総合ですけれども―

―の伸び率と赤ちゃん物価指数伸び率を比較し

ますと、後者が断然高い数字となっています。多

くのお母さんは、産休に入ったら収入も減少する

ものと推測されます。費用負担が重いといった声

はないでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 妊娠届出時や赤ちゃん

訪問の際に実施しているアンケート調査で、生活

の苦しさや経済的な不安があるという回答をし

ていらっしゃる方がおります。その不安の程度は、

漠然としたものから、実際に費用負担が大きな方

まで様々です。面談した保健師は、経済面の不安

に限らず、生活環境を含めた全体像を把握するよ

うに努め、必要な方には関係機関と連携するなど

した支援を行っているところです。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 先ほどの部長答弁の中

では、米沢市は出産直後の赤ちゃんを持つお母さ

んへの訪問等の支援をやっているということで

した。ただ、おむつの支給に関しては、お母さん

方への妊娠初期、それから出産後10万円の給付が

あるということで、おむつ定期便は行わないとい

う話でございましたけれども、最初に申し上げま

したように物価高が非常に深刻になっている中

ですので、できれば財源を確保して、おむつ定期

便などの新しい制度の創出なども検討していた

だきたいと要望したいと思います。 

  それと次の質問ですが、子育てハンドブックを

見てみますと、米沢市には子育て支援センター、

あるいは子育てサロン、それからこども家庭セン

ターといった親子が集まれる場所、また相談に乗

っていただく場所というものがたくさんあるな

という印象を抱きました。ただ、多くのお母さん

方は共働きのケースが多いのかなと。赤ちゃんを

産んだ後に保育所を探して、保育所に子供を預け

て自分は働くというケースが多いのかなと。そう

考えると、親子で集まれるという場所はあります

けれども、利用状況はどうなのかなと疑問に思っ

たところでした。これについてはいかがですか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 議員お述べのとおり、

本市においては、ほとんどの多くの女性が就労し

ているということに伴いまして、保育施設を利用

されている方が非常に多い状況です。ですので、

子育て支援センターなどを利用されている方に

つきましては、多くは３歳未満児のお子さんをお

持ちで家庭保育をされている方ということで、人

数的には、全体的には多くないものと思っており

ます。 
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  子育て支援センターの利用人数につきましては、

令和５年度の利用人数は１万3,493人、令和６年

度の利用人数は延べで１万3,182人、令和６年度

の相談件数は493件となっております。 

  また、子育てサロンにつきましては、民間の事

業所で実施しているものになりますけれども、社

会福祉協議会で実施している子育てサロンは年

間利用者170人、スマイルでは155人という人数に

なっており、いずれの事業も利用人数が相当数あ

ると考えており、気軽に相談できる場ともなって

おりますので、子育ての孤立感や子育ての負担感

の軽減に効果があるということで考えておりま

す。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 次に、家事支援サービ

スの件なのですけれども、先ほどの答弁では、18

歳未満の子供さんがいる家庭で、その該当する家

庭には家事支援サービスをやっているという話

でしたよね。ですよね。私、壇上でも紹介しまし

たけれども、米沢市の子育てハンドブックをくま

なく見たつもりです。家事支援サービスについて

は、今部長がおっしゃった話というのはここにな

い気がしましたが、ありますか、ハンドブックの

中に。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 現在そのハンドブック

の中には、確認できる……、私も理解していなく

申し訳ありません。ないものかと思います。 

  ただ、こちら先ほども申し上げましたように、

利用される方につきましては、こちらで認定をさ

せていただく方ということで非常に限定的な方

になっておりますので、広く一般の方ということ

ではないということも含めて記載がないものと

いうことで考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 分かりました。 

  あとファミリー・サポート・センターのサービ

スのところに、相談に応じつつ食事なんかも提供

できるみたいな一言がございましたけれども、こ

れは実施されておりますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 ファミリー・サポー

ト・センターにつきましては、協力会員が子育て

のお手伝いをする事業になっております。基本、

協力会員の自宅で利用会員のお子さんをお預か

りする事業となっておりますので、家事支援につ

いては行っていないという状況です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 次に、受験料の助成の

件です。 

  先ほど学習支援のほうをやっているということ

で、特に受験料の助成は今はやっていないという

ことでございました。すこやかセンターで現在、

毎週ですか、ひとり親家庭対象の無料の学習支援

事業をやっていると思いますけれども、これはさ

っきおっしゃったあれですね、県の支援を受けて

やっているというやつですね。こういったいわゆ

る勉強に来られている子供さん、あるいは保護者

の方から、具体的にこの受験料助成等についての

要望とかはございませんか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 現在のところそのよう

な要望につきましては、こちら委託事業として実

施していて相談も受け付けているわけですけれ

ども、そのようなお声はお聞きしていないところ

です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 先ほどのおむつ定期便

と同じですけれども、本当に物価高で大変な今状

態になっていますので、財源とか確保して、こう

いったものも新しく支援メニューに入れていた

だきたいなと要望いたします。 

  次に、まちなか定額タクシーについての質問に

移ります。 

  部長から、今までの２か月間の、11月までの成

果をたくさん聞かせていただきました。大変多く
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の市民が歓迎しているのではないかなと思って

いるところです。 

  5,000人を超えたということです。そして、今は

１日当たり想定を超えて160回ぐらい動いている

という話でございました。実態としては、乗りた

い人が電話でオーダーをする、それに対してタク

シー会社が応えるわけですけれども、需要と供給

といった場合に、うまいことバランスが取れてい

ますか。それはどういう意味かというと、タクシ

ー会社によって、今、込み合っていてなかなかす

ぐに行けませんという状態があるのかないのか、

その辺いかがですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ９時から11時台に利用が

集中しておりますので、お客様に時間帯をずらし

ていただくことや、ほかのタクシー会社を予約し

ていただくといった調整を図っていただいてい

るケースもあるようですけれども、現時点におい

てはおおむね需要と供給のバランスは取れてい

ると認識をしております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） そうすると、先ほど部

長の答弁の中で、登録者数は伸びつつあるという

ことです。そして今、直近では5,191人とおっし

ゃいました。これ、まだまだ市民の方の中で、そ

んなのあるって知らなかったというケースもあ

るかと思います。だんだん情報が広がって登録者

が増えるという状況ももちろん想像できるわけ

ですけれども、当局としては、まだまだ登録者が

増えても大丈夫だという判断をされていますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 このまちなか定額タクシ

ーは、誰もが利用できる公共交通ということであ

りますので、登録者数は限定しない考えでありま

す。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員、挙手でお願いいた

します。 

○２０番（髙橋英夫議員） 市民から大変喜ばれて

いるという話でしたけれども、それ以外の市民の

反応とか声、こういったもの何か把握しているも

のがありますでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 これは壇上で申し上げた

とおりでありますが、非常に助かるということで、

これまでタクシーを利用していた方、いなかった

方についても、おおむね好評と捉えております。 

  一方で、これも壇上で申し上げたとおりですが、

融通の利く使い方ができないか、これは通常のタ

クシーと同じようにということでありますが、こ

れは公共交通という特性上、効率的な運行を可能

にする、安価に御利用いただけるという移動手段

で、ある程度の制限をかけるということでありま

すので、この点は丁寧に御説明をしているところ

であります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 今言われた融通の利く

使い方ができないかという声の中身というのは、

多分一つは行き先が指定されているということ

かと思います。 

  ただ一方では、乗合タクシーのほうは、まちな

かエリアであればどこでも自由に乗降できると

いうルールになっているようです。それを考えま

すと、なぜ乗合タクシーができて、まちなか定額

タクシーはできないのかなと思うのですけれど

も、何か明確な理由はあるのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 これはもう繰り返しにな

りますけれども、公共交通の特性上、運行範囲や

移動できる場所を限定することで、限られたタク

シーの効率的な運行を可能にして、安価に御利用

いただけるという設定の下、運行しているという

ことでございます。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 乗合タクシーは利用者

の数も少ないですし、その分、動いているタクシ

ーも少ないということで、自由度が大きいのかも
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しれませんが、市民の声は確かにあるのですよ。

そういった融通を利かせてほしいという声がね。

ぜひ今後、進めていく中で検討いただきたいなと

思うのです。 

  あわせて、同様に、自宅が出発点、あるいは自

宅が到着点ということも制約の一つです。自分の

家ではないところにいて乗りたいという場合は、

今のルールでは乗れないという状況なのですが、

これは改善できないものですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 現在の取扱いであります

が、今お述べのとおり、居住地となる自宅１か所

のみの登録を可能としており、基本的にはこの例

外は認めていないところであります。 

  これは、自宅以外の場所の登録、複数の登録を

可能とした場合に、結果的に自宅の縛りというか、

くくりがなくなりまして、どこからでも乗降可能

になってしまうことで、１人で日に何回も利用す

ることが可能となり、場合によっては利用者に偏

りが生じるおそれがあることから、公共交通の特

性として、より多くの人に御利用いただけますよ

うに、現状では自宅外の登録、複数の登録を可能

とするということは考えていないところであり

ます。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 米沢の交通弱者といえ

ば、これまで高齢者でしたけれども、同時に大学

生も交通弱者に含まれるのではないかなと思っ

ているのです。大学生これ利用できれば、例えば

４人一緒に町なかに買物に行くとなれば非常に

割安で行けますので、学生にとっても非常に喜ば

れるのではないかなと思うわけですけれども、学

生への広がりはどうでしょうか。周知はされてい

るでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 登録者が学生であるかど

うかという属性まではこちらで把握していない

ものですから、22歳以下の登録者数に絞って御回

答いたしますと、22歳以下の登録者数は全体の

４％となります。そのようなことを踏まえまして、

特に大学生については、より御利用いただけるよ

うに重点的に啓発活動を行うとともに、必要に応

じて登録会を実施したいと考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 大学生でも登録されて

いる方はもちろんいると思うのです。ただ、これ

改善できないかなと思っていることがあります。

それは、例えば大学生が今１台のタクシーに４人

乗れますから。グループでまちの中に行こうとい

うときに、原則出発点が自宅ということですから、

ある１人の学生のアパートが出発点となるわけ

です。これキャンパスから一緒に行けたりしない

のかなと思っていたりします。目的地といいます

か、指定されている目的地の中にも、短大、栄養

大、山大工学部は含まれていませんよね。これ何

か理由がありますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 大学につきましては学園

都市線がございまして、多数の学生の輸送にはバ

スが適している面がありますので、現状それは指

定をしていないところでございます。 

  一方で、学園都市線については、学生の声を聞

いて今ちょうど見直しを進めているところであ

りますので、これも含めて検討していくというふ

うに考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 学園都市線という名前

ですから、短大、栄養大の学生の皆さん、それか

ら山大工学部の皆さんの利便性を考えて路線が

引かれていると思います。ただ、学園都市線とい

うのは逆回りがないですよね。そうすると、行く

ときはいいんですよ。短大生、栄養大生が、町な

かのイオン方面に行こうというときに使うには

210円で行けるわけですけれども、帰りは逆回り

がないので一回で帰ってこられないです。そうす

ると、何らかの路線で一旦米沢駅まで行って、米
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沢駅でもう一回学園都市線に乗り換えて、また

210円。そうすると往復で630円かかるということ

になりますが、これ私の認識は間違っていますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 学園都市線につきまして

は、鉄道との接続性でありますとかお声はいただ

いるところでありますので、今まさにこれは見直

しをしているというところでございます。学生の

声を聞きながら見直しを進めているというとこ

ろであります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 帰りに、逆回りがない

ので乗り換えをしなくてはいけないという事情、

これについては間違っていませんか、私の認識。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 お述べのとおり、一方通

行といいますか片道になっております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） ですから、学園都市線

というのは、学生の利便性を考えて路線を組まれ

たのですけれども、今言ったように、町場に買物

に行くときに往復420円ではなくてプラス210円。

これ短大生と栄養大生ですけれども630円かかる

んです。山大工学部の場合は、市街地循環路線で

往復できますので420円で行けるんです。ただ、

今そういう課題がありますので、そういう意味で

は学園都市線があるといっても、まちなか定額タ

クシーを使いたいという学生のニーズというの

は多分多く存在するだろうと思われますので、ぜ

ひ路線上の問題の検討もそうですが、学生への周

知、そういったことも今後ぜひ御検討いただきた

いと思います。 

  あと、こんな市民からの話もありました。目的

地がエリア外にあり、例えば町なかの人が愛宕コ

ミュニティセンターに行きたいというときに、愛

宕コミュニティセンターはエリア外なので、まち

なかエリアの一番端っこの指定地、そこで一旦降

りて、あと歩かなくちゃいけないのかという声が

あったのです。だから、いや違うのではないかと。

多分そこで一回500円で締めて、その後メーター

をまたリセットして一般のタクシーとして乗れ

るんじゃないのというふうに私は思ったのです

けれども、それでいいですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 そちらにつきましては、

一度精算をしてお乗り換えいただくということ

は可能になっております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） 私がその話をしたとき

に、その相手の方は、「そんなことができるんだ

ったら、もっと早くから教えてほしかった」とお

っしゃっていました。だから、乗り継ぎ利用がで

きますよみたいな、何かどこかでアピールができ

るといいのかなと思ったところでした。 

  あと最後に、今、月曜日から土曜日までの運行

になっていますが、これ日祝日まで拡大できませ

んか。といいますのは、この間、私が利用してい

たドライバーさんに聞いたら、日祝日に例えば駅

前から観光客の方が利用するかというと、実はあ

まりしないんだという話でした。ですから、日祝

日まで拡大しても問題ないのかな。タクシー会社

にとってはそのほうが、稼働率が高まっていいの

ではないのかなと思った次第ですが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 制度設計におきまして、

他市の事例でありますとか郊外部の乗合タクシ

ーの運行、今お述べの観光事業も参考として、日

曜日と祝日の運行を除いたところであります。 

  公共交通の特性を考えますと、そういった環境

を踏まえまして、現時点では日曜日と祝日の運行

は考えていないところであります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○２０番（髙橋英夫議員） まちなか定額タクシー

は、まだスタートして３か月しかたっていません。

もっともっとブラッシュアップして、いい公共交
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通にしていただきたいと要望します。 

  以上です。 

○島軒純一議長 以上で20番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、ふるさと納税の拡大に向けた方策は外１

点、３番成澤和音議員。 

  〔３番成澤和音議員登壇〕（拍手） 

○３番（成澤和音議員） 一新会の成澤和音です。

本日は、市の根幹となる歳入増加をメインにして

一般質問を行わせていただきます。 

  歳入は、市民税や固定資産税をはじめとした市

税、コミセンや体育館等の使用料、手数料、その

ほか地方交付税や国庫支出金など、様々な財源か

ら成り立っています。税や手数料となると、市民

の皆様に御負担をお願いしなければならない場

面もあり、正直なかなか踏み込みにくいテーマで

もあります。しかし、持続可能な社会を考えると、

歳出部分、使う部分だけでは成り立ちません。し

っかりとした歳入を確保しつつ、バランスの取れ

た行政運営が必要となります。伸ばすところはし

っかり伸ばしつつ、さらに公平な負担や受益者負

担という観点を基に、歳入に関して幾つかポイン

トを整理して質問させていただきます。 

  初めに、大項目１、ふるさと納税の拡大に向け

た方策は。 

  小項目１、ふるさと納税の状況は。 

  まず、本市の現状の件数と納税金額、また今年

度末の見込額をお知らせください。昨日の木村議

員の質問でもありましたが、改めて、特に人気の

高い米、米沢牛の状況は、昨年度と比較してどの

ように変化しているのかお知らせください。また、

企業版ふるさと納税の実績についても併せてお

願いいたします。 

  木村議員も同様の質問と懸念をされておりまし

たけれども、担当課として、本市のふるさと納税

の現状をどのように分析しているのか、率直な見

解をお伺いいたします。 

  小項目２、ふるさと納税の拡大に向けた今後の

取組について。 

  事務事業に関しては、昨年度より業務委託、い

わゆる外注を行っております。委託先としては、

ふるさと納税額が全国でもトップクラスの宮崎

県都城市に本社を構える企業が担っており、その

ノウハウや手法に関しては期待するところであ

ります。そこで伺いますが、委託先からどのよう

な助言や改善提案があったのか。加えて、今後ど

のように活用していくのかお答えください。 

  また、市長公約では、将来的に50億円以上を目

指すと掲げていらっしゃいます。今年度の市の予

算組みでは20億円の予算組みを行っております。

様々な無償化施策や市長が掲げる事業見通しを

達成するためには、予算編成上、最低限この目標

を達成しなければなりません。それこそ50億円が

達成できれば、さらなる少子化対策や無償化施策

を実施することが可能となると思いますが、市長

の方針についても御説明ください。 

  続きまして、大項目２、稼げる自治体に向けた

方策をについて。 

  小項目１、ネーミングライツの導入を伺います。 

  この質問は、昨年に引き続き、これで２回目と

なります。昨年の答弁では、施設の選定や指定管

理者、関係団体との調整が必要だという話でした

が、この１年間でどこまで進んだのかお知らせく

ださい。 

  県内でも、１施設、年間数百万円から数千万円

の命名権を販売し、歳入確保に努めている自治体

が多くあります。今後の維持管理費、施設の更新
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に向けた財源確保は避けて通れません。本市にお

いても重要な自主財源となる可能性があり、導入

効果は大きいものと考えます。 

  そこで伺いますが、ネーミングライツの導入の

検討状況は。あわせて、スポーツ施設への広告掲

載の導入検討は行っているのかお伺いします。 

  続いて、小項目２、駐車場の有料化による歳入

確保を図れないか。 

  主な観光地では、ほとんどの駐車場が有料化さ

れています。10分、１時間、１日単位もあれば、

さらには定額制や上限制など、その在り方は様々

です。 

  本市では、市営駐車場として駅前並びにまちな

か駐車場を運営しており、こちらも貴重な財源と

なっています。一方で、全ての公共施設並びに観

光地となる松が岬おまつり広場に関しては無料

で開放しております。 

  松が岬おまつり広場は、春の行楽シーズン、特

に米沢上杉まつりといったイベント時には、常に

満車になる混雑ぶりです。車が止められないなど

の観光公害が発生している懸念から、こちらに関

しては有料化を検討できないものでしょうか。市

民負担も発生する可能性があるため、まずは社会

実験等を行いながら、行楽シーズンの受入れ体制

の確保、並びにその収益を観光振興へ充てられな

いものか、お伺いしたいと思います。 

  それと、今年の第２回戦国花火大会では、アプ

リを活用した駐車場の提供を行いました。こちら

の駐車料収入はどの程度だったのか、また、その

際に発生した課題は何か、お知らせいただければ

と思います。 

  以上、ネーミングライツをはじめとした資産の

活用、イベント時の駐車料徴収など、稼げる自治

体を実現するための具体的施策の検討状況と今

後の方向性についてお答えください。 

  以上です。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 成澤和音議員の御質問にお答えを

いたします。 

  私からは、１、ふるさと納税の拡大に向けた方

策はの（２）ふるさと納税の拡大に向けた今後の

取組はのうち、市長公約の実現に向けた今後の取

組についてお答えをいたします。その他について

は、担当部長がお答えをいたします。 

  私の公約実現に向けた今後の取組ですが、本市

には米や米沢牛、果物といった農産品、米沢織や

パソコンといった「ものづくりのまち」が生み出

す工業製品など、様々な魅力ある地場産品が多く

あり、ふるさと納税の返礼品としても多くの事業

者の皆様から1,500点を超える返礼品として御提

供いただいており、特にお米、米沢牛、パソコン、

果物は人気が高く、全国の皆様から数多く選ばれ

ている返礼品となっております。 

  こうした人気の高い返礼品をきっかけにして、

本市の返礼品としております様々な地場産品の

魅力をしっかりと発信し、より多くの返礼品を選

んでいただけるよう取り組めば、さらに多くの寄

附獲得ができるものと考えております。 

  新たな取組としては、例えば、首都圏に強い影

響力を持つ大手民放キー局との新たな連携によ

るメディア戦略を推進し、米沢牛や米など食を中

心とする本市返礼品のよさや魅力を効果的にＰ

Ｒすることを検討しております。また、本市単独

で、仙台市のＪＲ仙台駅でのシティプロモーショ

ン事業なども推進してまいりたいと思います。 

  また、本12月定例会に議案を上程しております

が、新年度からの設置を考えている観光文化スポ

ーツ部も含め、庁内における組織横断的な取組を

さらに強化してまいります。ＳＮＳ、ウェブ、紙

メディア、様々な情報発信媒体を通じて本市の魅

力に触れ、興味・関心を持っていただくことで、

本市に愛着を持っていただく米沢ファンを拡大

してまいります。 

  総務省が計画をしているふるさと住民登録制度

についても、本市においても国と歩調を合わせて
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積極的に研究し、関係人口の把握、そして一段の

拡大に取り組みます。ふるさと納税増税に向けた

様々な取組を着実に進め、将来の本市の成長につ

なげてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、１のふるさと納税

の拡大に向けた方策はと、２の（２）駐車場の有

料化による歳入確保を図れないかについてお答

えいたします。 

  初めに、１の（１）ふるさと納税の状況はにつ

いてですが、今年11月末時点でのふるさと納税の

寄附件数は約３万6,000件で、寄附額は約10億

5,400万円となっており、前年同期に比べると、

寄附額は160％ほど前年を大きく上回る実績とな

っております。 

  最終的な今年度の見込額につきましては、例年、

年間寄附額の半数近くが集中する12月の寄附が

これからであることから、現時点で明確に申し上

げることは難しいものの、ふるさと納税の寄附が

集中する12月に効果的な広告を集中的に展開し

ていくこととしておりますので、目標達成に向け

引き続き取り組んでまいります。 

  また、米や米沢牛の寄附の状況でありますが、

11月末時点で、米は前年同期比で180％の約３億

8,000万円、米沢牛は前年同期比で118％の約１億

7,000万円となっており、近年の物価高の影響に

より高級返礼品の寄附が減少傾向にある中、米沢

牛は堅調な推移となっております。 

  次に、企業版ふるさと納税の実績でありますが、

11月末時点で15件、1,780万円の寄附をいただい

ており、昨年の令和６年度１年間の寄附額1,580

万円を超えている状況であります。 

  次に、ふるさと納税の現状分析について、まず、

個人版のふるさと納税についてですが、本市の強

みとしては、米や果物などの食品の返礼品に安定

した人気があること、米沢牛やパソコンなど高価

格帯でも人気のある返礼品がそろっていること

などが大きな強みであると考えております。 

  一方で、弱みとしては、寄附者に人気の高い１

万円以下の低価格帯や、１万5,000円前後の価格

帯の返礼品がまだ十分でないことが挙げられま

す。 

  次に、企業版ふるさと納税についてですが、本

市の強みといたしましては、八幡原中核工業団地

をはじめ、市内には県外に本社を置く企業や関連

企業が多く立地していることから、こうした企業

とのつながりを生かすことで、企業版ふるさと納

税の寄附につながる可能性が高いものと捉えて

おります。 

  次に、（２）のふるさと納税の拡大に向けた今

後の取組はについてお答えいたします。 

  昨年度から、ふるさと納税支援業務を委託して

いる委託事業者とは、毎月１回以上の対面での定

例会を開催しているほか、必要に応じてオンライ

ンミーティングを随時開催し、寄附状況や全国に

おける寄附動向などについて報告をいただいて

おります。さらに、全国の自治体での受託実績を

生かした事例提供や改善提案、マクロ的な分析も

行っていただいているところであります。 

  また、委託事業者の提案により、米沢牛の希少

部位の返礼品や低価格返礼品をはじめ、本市に旅

行などで来訪した際に、その場で飲食などに使用

できる現地決済型返礼品など、多くの新規返礼品

の開発を行ってきたところであります。 

  今後も、ふるさと納税のさらなる寄附獲得に向

け委託事業者と連携し、返礼品の充実や新規返礼

品の開発、ページのブラッシュアップなどのほか、

より多くの寄附者に訴求できるよう、寄附動向に

応じた戦略的な広報や広告展開、情報発信の強化

に取り組んでまいります。 

  次に、２の（２）の駐車場の有料化による歳入

確保を図れないかについてお答えいたします。 

  初めに、戦国花火大会での駐車料収入について

でありますが、インターネットのチケット販売サ
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イトにおきまして、米沢市営人工芝サッカーフィ

ールド駐車場を有料で販売するとともに、インタ

ーネットの駐車場予約サイトを活用し、市内４か

所の駐車場を有料で販売いたしました。その結果、

販売手数料を除いた駐車料収入は合計で112万

4,100円であり、花火大会の運営事業費のほうに

充てているところであります。 

  課題といたしましては、市有地や民間企業の所

有地に限らず、その時期にほかのイベント等で使

用が可能なのか、それと安全対策については、警

備員の配置など課題があるところであります。 

  次に、そのほかのお祭り期間中においても駐車

場の有料化はできないかにつきましては、駐車場

の有料化は、おまつり運営費用の歳入確保の上で

も検討すべき事項であると認識しております。駐

車場有料化の実績といたしましては、本年４月29

日に開催しました米沢上杉まつり開幕祭スペシ

ャルパレードにおいて、実行委員会が民間企業等

の駐車場をお借りして、有料駐車場として開放し

た事例がございます。 

  本市の各おまつり期間中は、県内外から多くの

観光客が自家用車で来場されることから、会場周

辺では慢性的な駐車場不足が生じており、これに

伴う渋滞等により、観光客並びに周辺住民の皆様

に御迷惑をおかけしている現状がございます。こ

うしたことから、市有地のみならず、市内企業等

にも御協力いただきながら駐車場の確保に努め

るとともに、有料化によるおまつり運営費用の歳

入確保についても引き続き検討してまいります。 

  次に、おまつり広場駐車場の有料化の検討も必

要ではないかについてでありますが、議員お述べ

のとおり、おまつり期間中の慢性的な駐車場不足

の対応と併せまして、おまつり運営費用確保の観

点からも有料化の必要性を認識しておりますの

で、各おまつり時に有料化できるか、各実行委員

会において個別に検討を進めてまいりたいと考

えております。 

  また、通年での有料化につきましては、平成27

年12月定例会において、松が岬おまつり広場の指

定管理者の指定についての議決に当たり、有料化

の実施を求める附帯決議をいただき、平成28年11

月に、議会へ当時の検討状況を御説明した経緯が

ございます。 

  当時の検討では、結果として導入には至らなか

ったところでありますが、前回の検討から約９年

が経過しており、当時と比較して取り巻く環境は

大きく変化しておりますので、今後、現在のおま

つり広場の舗装面等の劣化に伴います大規模改

修が想定されますので、それらに併せまして、お

まつり広場の通年有料化についても検討してい

く大きな課題であると考えているところであり

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、２の（１）ネ

ーミングライツの導入についてお答えいたしま

す。 

  ネーミングライツの導入は、本市施設の維持管

理費や運営費の財源確保などの財政基盤の強化

に加え、企業のブランド名が施設名称となること

で施設のイメージアップにつながるほか、命名さ

れた企業名や商品名の宣伝効果、企業との連携に

よる地域貢献意識の醸成など、地域活性化にも寄

与する重要な取組であると認識しております。 

  本市でも財政状況は厳しく、施設管理費などの

財源の確保は喫緊の課題であり、ネーミングライ

ツの導入等による歳入の確保は非常に有効な手

段と考えております。施設の名称や広告掲載の内

容が不適切なものとならないよう、公募条件等を

慎重に検討する必要があるほか、老朽化した施設

では命名権の魅力低下が懸念されます。 

  ネーミングライツの導入に当たっては、各施設

ごとに用途や利用状況、施設の状態等を勘案し、

導入に向けて他自治体の事例を収集し、各施設を

所管する関係課と調整しながら全庁的に対応し
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ていきたいと考えているところです。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、２の（１）ネーミン

グライツの導入をのスポーツ施設における検討

状況についてお答えいたします。 

  公共施設におけるネーミングライツの導入や施

設広告の導入は、施設の維持管理などのための安

定的な財源確保につながり、その財源の活用によ

り、施設利用者及び市民サービスの向上が期待で

きる有効な手段であると認識しております。 

  昨年12月の一般質問で御質問いただいてから、

ネーミングライツの導入について、他自治体の取

組を調査いたしました。 

  県内でネーミングライツを導入しているスポー

ツ施設のうち代表的な施設を申し上げると、山形

市の市営あかねケ丘陸上競技場（ネッツえがおフ

ィールド）は４年間の契約で年間250万円、酒田

市の光ヶ丘プール（加藤総業光ヶ丘プール）は５

年間の契約で年間200万円、鶴岡市の小真木原野

球場（WaTaRaI鶴岡ドリームスタジアム）は３年

間の契約で年間120万円となっております。 

  また、置賜では、長井市の市陸上競技場（光洋

精機アスリートフィールド長井）は３年間の契約

で３年総額130万円、同じく長井市の市野球場（長

井ＴＢＣ野球場）は３年間の契約で年間35万円で

ありました。 

  その多くの施設では、導入に関して基本方針や

ガイドラインを整備しており、その基本方針等に

基づき企業を公募し、選定しているという状況で

した。 

  また、ネーミングライツは、文化施設やスポー

ツ施設等を中心に全国的に導入が進んでおりま

すが、それらの事例からは、透明性の高い公募・

提案型の選定プロセスを徹底し、審査基準を事前

に公表することや、地域貢献の条件を契約条項に

組み込み、収益を地域の文化・教育・スポーツ振

興に還元することなど、応募する企業や市民の理

解と信頼を確保し、トラブル等の発生を未然に防

止しながら、長期的な財源確保を図る工夫が見ら

れるところです。 

  以上のことから、本市としましては、これらを

定めたネーミングライツ等の導入に係る基本方

針やガイドライン等の整備が必要と考えており、

今後は、先進事例を参考に全庁的に検討を進めて

まいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○３番（成澤和音議員） それでは、前向きな御答

弁をいただいたところもあれば、現状維持だった

ところもございます。まずは、御答弁本当にあり

がとうございました。 

  それでは、ふるさと納税から順次御質問させて

いただきたいなと思うところでございます。木村

議員からもありましたので細かい数字等に関し

てはお伺いしないところでございますけれども、

率直に市長、今の手応えはどういうふうに捉えて

いますか。産業部長からもございましたけれども、

本市のふるさと納税、市長も公約を掲げておりま

したけれども、手応えどうでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。今年度と

いうことですね。部長もお答えしたように、去年

よりは間違いなく数字は上がっている、これは事

実であります。しかしながら、制度がいろいろと

変わってきております。そういうこともあって、

特需と言えるようなものがどんと前倒しに来て

しまったりとか、そうすると12月どうなんだとい

う不安材料もございます。 

  従来の12月であれば、目標はかなりの確率でク

リアできるかなと思うのですが、今年は、ですか

らそういう状況も変動要因もありましたので、ふ

るさと納税というのはどうしても国の制度の変

更によってかなり左右されるという部分も、こち

らの努力以上にございますので、そこは、まず最
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後まで頑張るとしか言いようがございません。 

  去年は米が確保できなかったのですが、おかげ

さまで、今年度はＪＡ山形おきたま様の御協力で

十二分に確保できたと。去年は売りたくても売れ

なかった。今年は十分確保できたということであ

りますが、一方で、米の売行きが少し伸び悩んで

いるという、これは全体的に言えることなのです

がということもあったり、その都度その都度だな

という感覚でございます。とにかく最後まで、12

月が山ですけれども、１月、２月、３月まである

わけですので、精いっぱい頑張っていくというこ

とだと思っています。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 担当部署を含めて鋭意努

力されているのは十分に分かるところなのです

が、個人的な捉え方をすると、昨年は米、今年は

ポイント廃止に伴う駆け込み需要があったから

何か伸びているという説明があったわけなので

す。要するに、コンスタントに米沢のファンがで

きて積み上がっているというよりは、駆け込みが

あるから申し込んでいるような状況、そういった

ところは非常に強く捉えているところでありま

す。今後、制度が変われば、これまたどんと落ち

てしまうのかなという懸念。あと12月も残り21日

になりましたけれども、昨年よりはという話も伺

っているので、コンスタントに積み上げていける

ような取組が必要なのかなと思っているところ

でございます。 

  先ほどの市長答弁の中で、トップセールス、こ

れ重要だと思いますので、どんどんどんどん市長

から発信していっていただいて、米沢を売り込ん

でいただきたいなと強く願っているところでご

ざいます。 

  その中で、私の思いをお話しさせていただきた

いなと思うのですが、一新会の有志で視察に行っ

てまいりました。それは、福島市の観光協会、こ

ちらＤＭＯを担っているところなのですが、2023

年は14億円だったわけなのです。2024年には21億

円まで一気に上がったという話でいろいろ説明

を聞いてきました。 

  その中で、どうやったんですか、少し詳しく教

えてくださいというふうにお伺いしたら、結構地

道な作業をされていらっしゃったのです。果樹を

集めたりとか、一軒一軒回ったりとか、あとはシ

ステム、在庫確認をしっかりしながら、こっちの

サイトでなくならないように年末やっているん

ですよという話で、本当にコンスタントに積み上

げているなと思ったから、ここまで伸びたのかな

と感じているわけでございます。 

  その中で一番共感した部分というのは、ストー

リーづくりを描いていますと言ってらしたわけ

なのです。要するに、物を売るのではなくてファ

ンをつくること、ここに注視しているという話を

いただいて、ああ、なるほどなと思ったのでした。 

  例えばですけれども、福島市の場合だと、果樹

に関しては「福島市の桃」として売り出すのでは

なくて、どこどこ果樹園の桃ですとか誰々さんち

の桃ですと、そういった取組をされているわけな

のです。本市でもブドウ等に関してはしているの

ですが、そのほかのお米を含めて生産者があまり

見えないやり方だなと思っているのですけれど

も、そういった見えるような施策を私はすべきだ

と思うのですが、まずはその点からお伺いしたい

と思います。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員おっしゃるとおり、生産

者が見えるというところは大きなところであり

まして、今回は委託事業者のほうからもアドバイ

スがありまして、米の販売店に関しては、もう店

主自らが笑顔で米を担いでいるというところを

前面に出して、そういったところで寄附される方

もいろいろと愛着を感じて寄附いただけるとい

う部分はございます。 

  地道な取組は当然必要でありまして、米沢市の

場合は価格競争はやらないということで、適正な

価格で、お米とかもほかの自治体から比べれば高



- 154 - 

く設定しております。農家の方にもちゃんと利益

を出していただく、その上でファンを増やしてい

くということで、そういった部分では地道に、リ

ピーターがかなり多いものですから、そういった

ところで今取り組んでいるところであります。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） もう少し細かくお話しし

ますと、例えばみそとかそういった加工品に関し

ても、米沢市ふるさと納税というロゴマークが入

って、あれ、どこの醸造さんが造っているのかな

というのが市民ですら分からないわけなのです。

売出し方も、例えば本当に企業名を入れてやるの

と、そこも違うのかなと思うのですが、手間をあ

まりかけていないかなという印象を持ってしま

うわけなのですが、その点に関してはいかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 そういったところについては

真摯に受け止めまして、今後そういったところを

対応していけるように検討いたします。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） ぜひお願いしたいと思い

ます。例えばですけれども、市内のお米屋さんが

１社売っているのと、プラスアルファで、ほとん

どのお米は山形おきたま農業協同組合から頂い

ていますけれども、例えば今お米の人気は、誰々

さんが作ったお米ですとか有機栽培ですという

売り方で、多少高くても買っている傾向があるわ

けなのです。そういった地元の農家さんを出す、

顔を出すというような、そういったやり方も一つ

手ではないかなというふうに、これこそファンづ

くりかなと思うのですけれども、いかがですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 米沢のお米も一番人気はつや

姫が、断トツで人気があります。価格帯も結構高

価格帯でありますが、先ほど言った農家の方の顔

が見えるということで、委託事業者も市からもい

ろいろお願いはするのですが、なかなか表に出た

くない方もいらっしゃいますので、そこら辺は丁

寧に御説明しながら、そういう顔が見えるような

商品づくり、返礼品づくりをしていきたいと考え

ております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 取組をやっているのであ

ればうれしいなと思うのですけれども、現状あり

ませんよね。そこのお米屋さん以外の農家さんと

の契約というところは、もう少し幅を広げて、今

米だけ言いましたけれども、ほかのものも言える

と思うのです。例えば米沢織だってどこの会社が

やっているのか分からないような状況になって

いるので、しっかり顔を売っていけないかなと思

っているところでございます。 

  それと併せて、会社直送とか農家直送という言

葉もすごくいいのではないかなと。実際に直送し

ていると思うのですが、どこから届くのかをしっ

かり見えるような表示の仕方を強調してもいい

のかなと思ったわけなのです。ここが１点。 

  あとは、限定販売とか限定数を表示しているよ

うな取組もありました。限定40セットです。少し

焦るんですよね。では、早くしたほうがいいのか

なとか。それだけ人気なのかなという見せ方は重

要かなと思っておりますので、ここも参考にやっ

ていただきたいなと思いますし、あと面白いなと

思ったのはオーナー制度のふるさと納税、これ本

市はやっていないなと思いましたけれども、そう

いったところも含めて御答弁もう一度お願いで

きますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 直送というところも、返礼品

を受け取る側からすれば大変重要なポイントで

あります。今回、近隣の自治体のほうで問題もあ

りまして、市のほうにも結構問合せが来ておりま

す。市のほうとしては、産地から直に送っていま

すということで御説明はさせていただいており

ますが、そういったところも含めて見直しをして

いきたいということと、あと議員おっしゃるとお
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り、限定販売やオーナー制度というのは切り口と

しては大変すばらしい取組でありますので、それ

を取り入れられるか早急に検討してまいります。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） あと、これは本市の特性

上、難しいのかなと思うのですけれども、米沢牛

です。米沢牛は表記を見ると、組合があるので、

そこから割り振りをしているかなと思うのです

が、ファンにつながっているのかなというところ

も懸念しております。 

  というのは、「米沢牛」で検索すると、山形県

も売っているわけです。３市５町でも米沢牛を取

り扱っているわけなのです。県の場合ですと、ど

こどこの会社のロゴマークを使って、ここの米沢

牛を売っているんだなと分かるわけなのですけ

れども、米沢市はそういった表記は一切なく、食

肉公社からという記載の仕方でした。 

  県外の自治体でも米沢牛を取り扱っているので

す。これでどうやって米沢牛の差別化をするのか

なと思っているわけなのですけれども、そこら辺

はどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 米沢市の場合は団体のほうで

受皿、最終的には食肉公社でやっておりますが、

やはりブランドを落としたくないというところ

もあって品質の問題ということで、市内について

は団体のほうで全て割り振りをしていただいて

おります。 

  県のほうも総称山形牛とおっしゃっているので

すが、米沢牛もなぜか出ているという少し不思議

な状態ではあるのですが、米沢牛に関しては、米

沢を含めた３市５町でやっているものですから、

３市５町の共通の返礼品ということで国に届出

をしていただいて今やっておりますので、そこら

辺でいろいろ差別化を図りながら、３市５町で特

徴を出しながらしていますので、そこら辺につい

ては、特に米沢の場合は公社でなく団体として、

品質を落とさないようなクオリティーを高めて

対応しているということで御理解いただきたい

と思います。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） それも分かるのですが、

個々の店も売り出せないかなという提案なので

す。要するに、山形県だと、米沢の何々肉屋さん

の米沢牛で売っているのです。さらには、米沢牛

と山形牛の食べ比べセットというふうに売り出

しているわけです。米沢がどこの肉屋さんか、組

合があるのでそこでやったとて、ファンにつなが

っているのかなというところ、こういった米沢牛

のお店があって、そこから買ってみようかなとい

うつながりを持てる施策を頑張っていただけな

いかなというところなのです。 

  もう一個提案しますけれども、結構焼き肉とか

すき焼きはたれで味が変わるわけです。市内の肉

屋さんでも、ここのたれが好きだとかそういった

話を聞くわけなのですけれども、それでは、米沢

市内の肉屋さんの例えば焼き肉のたれを毎月、こ

の月はこの店舗とか食べ比べセット、そういった

売出し方で米沢の市内の牛肉屋さんで提供して、

県とかほかの自治体と差別化できないかなと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 米沢牛に関しては、今、先行

して加工品に関しては食肉公社で対応できるよ

うにしております。 

  今議員からありました食べ比べセットとかたれ

についても、対応が可能か検討してまいりたいと

考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 本来であれば、私はこう

いったのは業者が率先して取り組んでいくべき

だと思っておりますけれども、正直ちょっと残念

だなと思っているところでございます。ぜひ米沢

を、どうやってファンを生み出していくか、これ

地元の人じゃないと分からないのではないかな

と思っているわけなのです。 
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  ちょっと厳しくお伺いしますけれども、この業

務委託先になりますけれども、年間7,500万円か

ら、件数に応じて約１億円弱まで業務委託を行っ

ておりますけれども、こちら基本年間、今年２年

目になりましたけれども、いつまで契約されるの

ですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 こちらにつきましてはプロポ

ーザルで選定をさせていただきましたが、期限を

設けているわけではなくて、毎年１年ずつ更新を

していくという形で、その内容、状況を見ながら

更新をしていくというスタイルになっておりま

す。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 私は、もっと積極的な提

案があって、コンスタントに積み上げていくので

あれば全く問題ないかなと思いましたけれども、

今２年目です。私が提案したことは、いまだにな

いというのは少し残念だなと思うわけですけれ

ども、単純に寄附金額が変わらなければ、この

7,500万円から１億円を市外に出しているだけと

しか捉えられません。厳しい言い方をすればです。

これが件数もどんどんどんどん増えているのだ

ったら、なるほどと思うのですけれども、改善提

案が期待より下。ただ事務作業をやっているだけ

であれば、いつまでされるのかなというところ。

好循環の米沢を考えたときに、この単位は１億円

近いお金、やはり大きいと思います。そこら辺の

選定に関しては、もう一度お伺いしますけれども、

単年度で考えていくということでよろしいです

か。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 こちらにつきましてはパーセ

ンテージでの歩合制になりますので、寄附が集ま

らなければその分は下がっていく。委託事業者の

ほうでも今専属で６名の方を雇用して、それで米

沢専従でやっておりますので、もともとプロポー

ザルのときも20億円を前提としてプレゼンテー

ションして従業員の配置も行っていますので、今

独自に委託事業者のほうでも様々自腹といいま

すか、上げるための、そのパーセンテージの中で

様々なＰＲ等も行っていますので、それについて

は事業者のほうも今しっかりと取り組んでいた

だいておりますので、その状況を見ながら今後も

判断していくという形になると思います。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 最近の動向をどういうふ

うに捉えているのかなと思うのが、いろいろ話に

出る中で、私も若手かなと思っているのですけれ

ども、議員の中では。ただ、最近の若い人の情報

というのは捉えられない部分があるわけなので

す。 

  つまり、何を言いたいかというと、最近は写真

でぽんと発信するのではなくて動画が主流、ほと

んど動画になっているんだなと感じました。さら

には、カメラを横に向ける時代ではなくて、縦撮

りする時代。ユーチューブ等に関しても縦で出て

見る時代の中で、そういったふるさと納税の発信

も縦の動画で発信する、そういった若い人たちに

も刺さるような取組というのは重要なのかなと

思いましたけれども、そういった取組はどうです

か。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 委託事業者のほうも若い社員

が多く、特に女性の社員が多くて、あと米沢市の

責任者につきましては、県内出身で山形大学工学

部出身の方が責任者を務めておりますので、米沢

市のことも重々分かっておりまして、それで若者

目線でもそういった発信を今お願いしていると

ころでありますので、今の議員からの御提案につ

いてはしっかりと伝えて、連携していきたいと考

えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 生産者を前面に出せるよ

うなそういった発信と、若い人たちを含めた多様

な年代に発信できるようなツールを使うべきか
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なと思いますし、何度も言いますけれども、本来

であれば、かなり期待できるような業者であれば、

そういったところも取り組んでいるのかなと思

っていたところでございます。こちらに関しては、

年末のふるさと納税の金額を見ながら、どんな取

組をしていくのか注視していきたいなと思うと

ころでございます。 

  次のほうに移りたいと思います。ネーミングラ

イツに関してでございます。 

  こちらに関しては、あまり期待のできるような

御答弁はいただけなかったなと思っております。

というのは、１年たってまだその状況というとこ

ろが本当に残念です。これ、財政的な意識の欠如

だと思います。どうやって稼いでいくか、どうい

ったものを使っていくか、どういったものを利用

していくのかというところを全くこの１年間考

えていなかった。これから検討していきますとい

うような御答弁に捉えましたけれども、改めてお

伺いしますけれども、その点に関してはいかがで

しょうか。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 昨年のまた同じ12月の議

会での答弁をさせていただいたことから、その後、

先ほどの答弁にもありましたように、周辺施設、

また全国的な内容については調査・研究はさせて

いただきました。ただ、あくまで調査・研究にと

どまっているというところについては、おっしゃ

るとおり進んでいないという御指摘については、

そのとおりだと考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 場合によっては、これ１

年早くすることによって何百万円単位の収入に

つながる可能性があって、本市の公共施設の維持

管理、修繕等に充てられるチャンスを逃している

のではないかなと思うわけなのです。いろいろな

私も市内を見たときに大分施設も老朽化してい

るから、ここは厳しいかなとか思いますけれども、

逆の視点で言えば、年間利用者数が一番多い例え

ば人工芝サッカー場、これ本当に人気で何万人も

利用するわけです。こういった施設から全体的に

捉えるのではなくて、ちょっと活用できるところ、

あと協会等もお話ししやすいようなところから

できないものでしょうか。 

  人工芝サッカー場に関しても、グラウンドは大

分人工芝が剝げてきて、そろそろ修繕等に移って

いかないといけない、そういった状況なのです。

その中で財源確保するために、こういった制度を

使っていち早く整備していきますというのであ

れば分かりますけれども、そういった取組をしな

いのか。 

  あとは、もう一つ、屋内多目的運動場、これの

メリットは通年使えることかなと思うわけなの

です。米沢の場合だと雪が降るので半年間ぐらい

しかＰＲできないよりは、年間通じて使える施設

というのは非常に大きいと思いますし、いつ予約

してもいっぱいだというところでもございます。

こういったところはしないのですか。あくまでも

全庁的に取り組んでいくものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 おっしゃるとおり、人工

芝サッカーフィールドや多目的屋内運動場につ

きましては利用率が高く、特に多目的屋内運動場

につきましては、年間を通して使用できる人工芝

のコートということもありまして、利便性に優れ

た人気の高い施設となっております。 

  県内でもネーミングライツを導入している施設

では、類似施設が導入しているということがあり

ますので、本市としてもネーミングライツを導入

する場合につきましては、これらの利用率の高い

施設を中心に検討してまいりたいと考えており

ます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 話に夢中になって資料を

準備していたのをすっかり忘れてしまいまして、

今回は投影するのはやめさせていただきたいと

思いますけれども、ネーミングライツ、さらには
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広告収入、こちらに関しては、公共施設のマネジ

メントという観点からも、収益性の高い施設であ

れば、再投資、整備等を優先的にしていくという

観点を持てるのかなと思うわけなのです。であれ

ば、今厳しい財源とか財政状況の中でどうやって

維持していくかというところを考えたときに、私

はすべきかなと思っております。もし市長の見解

等、これからいろいろ部署も移すという話ではあ

りましたので、ぜひ市長の御見解をお伺いしたい

と思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。認識は、

率直に申し上げると、私も成澤議員と全く同感で

ございます。ネーミングライツでありますけれど

も。資産を活用しなければいけないと。活用しな

ければ、休眠していたら何も生まないわけであり

ますし、そういう観点から成澤議員も御質問に立

たれているのだろうと思います。 

  率直に言って、個々の資産の有効活用について

は、米沢はなかなか出遅れている感を就任以来感

じておりましたし、部内的な資産もいろいろあり

まして、ネーミングライツに使えるようなものか

ら、学校施設の空き学校のようなものから、いろ

んな資産というのが、市の持っている資産がある

わけでありますけれども、そこの活用については、

一部は部署を……、要するに、今まではどちらか

というと総務部管財だったのですね。管財という

のは真面目なのですけれども、資産をきちっと管

理するという発想なので、そこで運用して富を生

み出すという発想はないのです。これは仕方がな

いのです、職場ですから。相撲を取る方にフェン

シングをやってくれと言ったって無理なので、そ

ういう世界であります。なので、部署を企画に替

えてもらってとか、多少微修正をかけながらやっ

てはいるのですが、結果はこのとおりと。 

  ネーミングライツについては教育委員会のほう

でということであります。主管はですね。答弁が

教育管理部長であるとおりと。しかし、今度はあ

えて言うと、４月以降、議案が了承されれば市長

部局のほうに移るということになります。 

  資産の有効活用は、ある意味で本当は企画部隊

というか、そちらでやらせるのも一つかなと思っ

たりはするのですが、施設を管理するのは移ると

いうことになるわけです。 

  いずれにしろ、ほかの自治体の例を見ても、そ

ういうネーミングライツの資産運用は違う部署

でやっているところというか、どちらかというと

企画系のところでやっているところが意外に多

い。その問題意識はずっと持っていまして、なか

なか組織の改編というのは、伝統もあるものです

から、特に米沢市、本市のような伝統のある市は

そう簡単ではないわけでありますが、議員の指摘

は、ネーミングライツ、全くそのとおりだと思い

ますので、何としても、すぐに来月できるかとい

う話ではないのですけれども、速やかにこれは改

めてやらなければいけないものだなという認識

は持ってまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 御答弁ありがとうござい

ます。確かに本当に部署が違うと考え方も違うと

いうところは、十分に私も今の答弁を聞いて感じ

ましたし、私もそのギャップを感じていたので、

どうやって前向きに進めていくかというのは、

我々の提案も必要なのかなと思っておりますの

で、ぜひ前向きに検討していただければなと思い

ます。 

  そこで個別の御提案もさせていただきたいと思

いますが、施設のネーミングライツだけではなく

て、様々なネーミングライツがあるのではないか

なと思っています。 

  例えばですけれども、バス停のネーミングライ

ツであったりとか、あとは公園、道路等に関して

のネーミングライツ、こういった命名権に関して

も、併せて市の部局のほうで考えていけないもの

か、まずはそちらに関して全庁的に取り組んでい
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ただけないかお伺いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 バス停につきましては、

歳出削減の取組として進めております。具体的に

は、民間広告会社が広告収入を見込んで米沢駅前

バス停にベンチを、商業施設及び山形大学前のバ

ス停には雨風よけとなる上屋を事業者負担で設

置いただき、その後も維持管理していただいてお

ります。 

  このほか、バス停付近の民間事業者と本市が協

力してバス利用者の利便性向上と利活用の促進

を図る「バス停見守り隊事業」を実施しておりま

す。本事業は、バス待ちスペースの確保や維持を

行うルールを設け、協力いただける事業者をバス

停見守り隊として認定するものです。市は、認定

事業者を時刻表や市のホームページ等で御紹介

することで、その地域貢献活動を広く周知してお

ります。 

  ネーミングライツとは異なり、直接収入が得ら

れるわけでありませんが、民間活力を活用し、市

が財政負担することのない歳出削減の取組とし

て寄与しているものと考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 大変すばらしい取組だな

と思いますし、私も全く同感でございます。今ま

でかかっていた費用が抑えられたりとか、これも

ある意味の財政効果になる部分だと思いますの

で、引き続き努力をしていっていただきたいと思

います。 

  その中で、１点資料のほうを提示していただき

たいと思います。３番目でしょうか。道路のネー

ミングライツになります。 

  こちらも道路の名前を売るというよりは、たま

たま議会運営委員会で行った際に見つけたので

すが、久喜市に関してはクリーンロードという取

組で、ここに関してはこの事業者が維持管理をし

ていますという取組でした。看板一つ設置してい

るわけでございますけれども、米沢市内の道路を

見ても雑草がぼうぼうであったりとか、一部の場

所ですと、町内会を含め会社等を含め花壇等を整

理しているわけなのですが、こういった道路のネ

ーミングライツも私は進めていくことが米沢の

景観の美化運動にもつながるかなと思いました

けれども、そういった取組いかがですか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 先ほど成澤議員のほうからも

御紹介ございました、維持管理している事業者の

方と協働して、そういったネーミングライツとい

う話を承りました。大変面白い事例だなと思った

ところです。 

  確かに公園や道路、公園も含めましてですけれ

ども、当然維持管理には一定の費用がかかるわけ

ですので、先ほども企画調整部長が答弁でも触れ

ましたとおり、本市の財政上の緊急の課題でもご

ざいますから、ネーミングライツの導入は非常に

有効な手段であると考えております。 

  ただ、一般的にはスポーツ施設と違いまして、

集客力がなく広告性は低いわけですけれども、先

ほどのような議員が紹介していただいた例もご

ざいますので、そういったところも含めて研究し

てまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） そういった取組をしなが

ら市の歳出削減等にも取り組んでいただき、販売

できるところは販売する、抑える部分は抑える、

そういった行財政改革等に関しても全庁的にぜ

ひ取り組んでいただければと思います。 

  最後に、駐車場の有料化に関してになります。 

  戦国花火大会では112万円というところで、これ

一日でこれぐらいの駐車料収入になるってすご

いなと思ったわけなのです。例えばですけれども、

上杉まつり期間中、大体10日間、フルにはならな

いのですけれども、一日でこれぐらい掛けるそれ

ぐらい、１週間、10日間の駐車料収入を生み出せ

れば大分変わるのではないかなと思いますけれ
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ども、改めていかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 有料化につきましては、先ほ

どの花火大会や４月29日のスペシャルパレード

につきましては、駐車料金が結構高額でも、払っ

てでも見たいというお客様が多かったというこ

とで、これだけの収入になったと考えております。 

  ただ、先ほど申したとおり、長期的にやった場

合に、市有地はまだいいのですが、民間ですと経

済活動も行っていますので、なかなか長期的に借

りるのが難しいかなということで、４月29日に関

しては、オフィス・アルカディアの企業様と、あ

と駅東の企業様にも御協力いただいてかなり開

放はしていただいたのですが、それが平日も入っ

てしまうとなかなかそこが難しいのが課題かな

ということです。ただ、それだけの集客が見込め

るようなお祭りにもしていかないといけないと

思っていますので、有料化については値段設定も

ありますが、今後必要になってくると考えており

ます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○３番（成澤和音議員） 今までにない視点だった

と思いますし、戦国花火大会の取組というのは大

変すばらしい、米沢でもこういった取組ができる

んだなと改めて私自身も勉強になりましたし、10

年前にそういった検証をして、「収益性が合いま

せんでした」という当時の答弁ですよ。10年前の。

でも、その期間中等を含めてこれだけの成果が生

み出せるのであれば、場合によっては、本当に上

杉まつりは持続可能な祭りに間違いなくなると

思っております。 

  恒久的なものに関しては、いろいろ市民の皆様

とも合意形成を図りながら進めていかないとい

けない部分かなと思うところでございますけれ

ども、あそこ大分、本当に10年たって老朽化が進

んで、それをどういうふうに整備していく。何千

万円単位で支出しないといけない部分にもなり

かねません。本来、別のところに充てるべき、市

民に還元すべきところが駐車場に充ててしまう

のは大分もったいないと私自身も思っておりま

すので、そういった収益の下で維持修繕等を行っ

ていただきたいと強く要望を申し上げまして、私

の一般質問を閉じさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で３番成澤和音議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ０時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市のアイデンティティーをもっと大切

にすべきではないか外１点、１番鳥海隆太議員。 

  〔１番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○１番（鳥海隆太議員） 皆さん、こんにちは。今

日は、傍聴にいらしている方もいらっしゃいます。

また、ネット配信を御覧になっていらっしゃる方

もいらっしゃいます。そして、この議場でもたく

さんの皆さんが傍聴していただいている、私はこ

う考えております。ありがとうございます。 

  昨日も地震がありました。その３日前には、青

森で大きな地震がありました。大きな被災があっ

たようでもあります。ＪＲの橋脚も上部が崩れた

ということも申しておりました。また、住宅の壁

も崩れたという報道もありました。そういった被

災に遭われた皆さんに、いち早い復興を心から願

うばかりでございます。早速、今回の質問に移ら

せていただきたいと思います。 

  今回の質問は、本市のアイデンティティーをも

っと大切にすべきではないかという質問であり

ます。 

  アイデンティティーというと、皆さん何を思い
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つくでしょうか。試しに広辞苑で、このアイデン

ティティーを引いてみますと、人格における存在

の証明、また同一性と書かれております。また、

ある人や組織が持っている他者から区別される

独自の性格や特徴ということであります。また、

ＩＤカード、これもアイデンティティーですね。

また、長所・短所、こういったところもアイデン

ティティーとなると。何を大事にしているか、価

値観、こういったものであります。また、それは

環境、地域、文化的背景であると広辞苑では定義

しているようであります。 

  また、その中で事業を例に挙げ述べられている

のは、アイデンティティーを確立し認識している

と、事業の起点がどこにあるのか明確になり、軸

がぶれない、事業が安定しやすいということであ

ります。 

  逆に、このアイデンティティーがしっかりして

いなかったら、理解していなかったらどういうも

のになるかといいますと、事業の起点が不明にな

り、事業そのものが不安定になるといったことで

あります。このように、アイデンティティーは何

かというように述べさせていただきました。 

  次に、本市のアイデンティティーは何かを考え

てみたいと思います。その上で重要なものは、や

はり地域や文化的背景、米沢の歴史をこういう観

点から見てみる、こういうのが必要だと私は思い

ます。 

  まず、米沢の歴史をひもといてみますと、鎌倉

時代、随分古いところからいきましたけれども、

鎌倉から室町時代、この頃は長井氏、去年、おと

としだったかな、大河ドラマで「鎌倉殿の13人」

というドラマがありました。その中で、長井氏、

こういう方が出てきております。その長井氏が治

めておったということであります。 

  次に、室町時代から戦国時代、この時代は伊達

氏が舘山城を本拠地にして治めていたというこ

とであります。伊達氏、もともと福島、伊達、桑

折、保原、昔の保原ですね、あの辺に居城があっ

たと。時代の背景の関係で米沢に移ってきたとい

うことであります。その後どうなったかといいま

すと、岩出山城に移封されたということです。こ

れは、すごく有名な話でもありますし、豊臣秀吉

政権のときに移動になったということでありま

す。 

  玉突きではないですけれども、そのときにちょ

うど越後から上杉家も会津に移ってきたという

ことでありますし、そのときにこの米沢市は、上

杉家の家臣の直江兼続が治めていたと、領地にな

っていたということでもあります。その後、関ヶ

原の合戦を経て、上杉はこの米沢へと入部するこ

とになるわけであります。 

  余談になりますが、この米沢市では、つい最近

といいますか近年まで、近年といっても２年、３

年前という話ではなくて、30年、40年前、そのく

らいの話でありますが、それまでは、この米沢市

の中で忠臣蔵を上演されるのは禁じられていた

と、また、口に出すのも禁じられていたというこ

とでございました。なぜかとは申し上げませんが、

そういう土地柄であったということであります。 

  先ほど申し上げました長井氏、伊達氏、代々い

たわけなのですけれども、何か文化的なものは残

っているのだろうかどうなのだろうかというよ

うに市内を眺め見ましても、残っているのは神社

仏閣で、以前手厚く信仰されていたとか、そうい

う記録は残っているようであります。が、形とし

て何か文化が残っている、物が残っている、そう

いったものはないとは言いませんが、非常に探し

出すのは困難かなと思います。遠山には廃寺にな

ったお寺があるとか、そういう痕跡は残っており

ます。これだけ見ましても、上杉関連がどれだけ

本市のアイデンティティーを形成しているかと

いうことが分かってくるのではないかなと思い

ます。 

  この歴史だけではなくて、では実際、今何が具

体的に残っているのかと。本市のお祭りを見てみ

ればよく分かるのではないかなと思います。 
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  これからありますけれども、２月上杉雪灯篭ま

つりがあります。４月上杉まつりがあります。こ

の上杉まつりの中では武禘式が行われます。行列

が行われます。川中島の合戦が行われます。そし

て、付随して鷹山公を祭った松岬神社のお祭りも

行われるわけであります。その後５月だったかな、

籍田の地での田植のお祭りがあります。８月には

愛宕の火祭り、９月にはなせばなる秋祭りと、こ

の年間のお祭りを見ましても、上杉関連のお祭り

しかない。ここに挙げた以外でもたくさん残って

いると思いますし、そのほか顕彰会、そういった

ものも残っていると思います。また、「上杉」と

いう冠をつけた大会もあろうかと思います。何々

杯とか、そういった大会もスポーツの大会である

とか、スポーツ以外の大会とかいろいろ残ってい

るのではないでしょうか。 

  今、お祭りを見ましたけれども、次に、本市行

政の中ではどういうように使われているのか考

えてみたいと思います。 

  分かりやすいのは本市のホームページ、ほとん

どの皆さん見ていると思いますけれども、トップ

ページは何が出てきますか。上杉まつりです。上

杉まつりのトップページです。また、もっと分か

りやすいところでいいますと、米沢観光ナビ、こ

ういったホームページがあります。これは、米沢

の観光や見どころ、そういったところを集めたペ

ージであります。観光は、アイデンティティーと

大きく関わりがあると私は思いますし、そうでな

ければやる意味がないのではないでしょうか。 

  この米沢観光ナビの運営情報を見ますと、どこ

が運営しているのかなと確認してみますと、米沢

市観光キャンペーン推進協議会であります。これ

はどこにあるかといいますと、米沢市観光課内と

なっております。確認のために電話番号を見ると、

22－5111、本市の電話番号です。これは紛れもな

く本市の施策で、事業ということに間違いなくな

ると思います。外部リンクではありますけれども、

米沢観光ナビ、ぜひ皆さん一度御覧になっていた

だきたいと、このように思います。 

  そこのトップページももちろん上杉まつりです。

このコンテンツがあります。ページにはコンテン

ツがたくさんある。その中でも、「ようこそ米沢

へ」というコンテンツがあります。そのコンテン

ツを開くと12のメニューがあります。12のメニュ

ーのうち、上杉まつり関係、上杉関連の画像を使

っているのは９つあります。９つもあるわけです。

残りの３つは何かといいますと、１つはトレッキ

ング、１つはスキー場、１つは道の駅、この３つ

です。道の駅も、あれをどうやってデザインした

かということを考えると、全く本市のアイデンテ

ィティーとは無関係ではない。城下町の町並み、

そういったものをイメージして造ったという道

の駅であります。 

  使われている９つのメニューには、やはり鷹山

公、鷹山公、鷹山公と。食でも鷹山公、工芸品で

も鷹山公と、こういうようにたくさん使われてい

るのであります。これを見ただけでも、本市の特

徴は上杉だと、このように見えるのではないでし

ょうか。 

  では、観光関連のほかに何があるかと、また調

べました。例えば子育て、見てみると「かねたん」

が出てきます。米沢住でもそうです。ふるさと納

税でもそうです。全体的に上杉をふんだんに使用

しているのがうかがえる。なぜか、アイデンティ

ティーだからであります。 

  また違うところで、本市の運営に根幹的な計画、

総合計画があります。その中でも、これから出て

くる新総合計画を見てみたいと思います。 

  序論で、第１章で歴史的背景の説明をしており

ます。これも、上杉の歴史がつづられております。 

  また、26ページ、観光振興でも上杉ゆかりの文

化を生かした観光振興として使われております。 

  32ページ、文化スポーツでも、２件の国宝を有

する上杉の貴重な文化財、伝統などで使われてい

る。 

  そして、45ページ、51ページの文化芸術や観光
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基盤の整備では、上杉ゆかりの文化財等の地域資

源を生かした観光振興とされております。 

  71ページの雪の活用でも触れられております。

このように、ふんだんに上杉文化や歴史が取り上

げられて本市の施策となっている。これはもう間

違いなく、上杉が本市のアイデンティティーだと。 

  ここで少し余談になりますが、言っておかなけ

ればいけないところがあります。ただいま新総合

計画の中での話をさせていただきました。上杉ゆ

かりの文化と、「上杉の」というような上杉を主

語として述べさせていただきましたけれども、実

際には「伊達上杉」となっております。この文脈

では、ただいま紹介した中身は整合しなくなって

まいります。 

  例えば、32ページの文化スポーツ、２件の国宝

を有する伊達上杉の貴重な文化財、クエスチョン

ですよね。この間、訂正というような話がありま

したが、それはしっかりと見てもらいたいと、こ

のように思います。 

  結論として、いろいろな施策の中で上杉の歴史

や文化を継承しながら大きな恩恵を受けている、

これは事実であります。この事実だけでも、本市

のアイデンティティーは上杉の文化、歴史、これ

に間違いないと言えるのではないでしょうか。 

  しかしながら、このアイデンティティーを否定

するようなこともありました。これは問題です。

これから示す資料は、2025年11月１日、本市公式

アカウントでＬＩＮＥへ投稿されたものであり

ます。資料をお願いします。 

  上部には、令和７年度米沢市生涯学習推進事業

とあります。このチラシは、ゲーム会社と本市の

企画と思います。チラシの中ほど左側に、「米沢

は上杉の地にあらず」、このように書かれており

ます。このようにキャッチーなタイトルを私はつ

けたかったのだろうと理解をするところでもあ

りますし、集客を考えたのだろうとも想像できる

ところであります。 

  企業が考え行う事業に対しては、反対はありま

せん。また、そのようなストーリーも否定しませ

ん。つくることに対しても。ただ、先ほどアイデ

ンティティーの話をさせていただきました。本市

のアイデンティティーは、上杉文化、歴史と考え

たときに、本市が本市の公式ＬＩＮＥへ、あのよ

うな記述の投稿は必要だったのでしょうかと疑

問を感じます。 

  さらに、この投稿された日、11月１日、私が見

た日にちですが、時間も入っております。どこが

投稿したかも入っております。その11月１日の前

後には何があったかというようなことです。10月

19日（日）、本市の重要な祝賀がありました。11

月３日もそうでした。本市は、もっと配慮をすべ

きだったのではないでしょうか。 

  もう一度、本市のアイデンティティーは何かと

申し上げると、上杉の文化、歴史を継承していく、

これしか私はないと。もし米沢で、本市で上杉の

名が使えなかったら何を使うのでしょうか。先ほ

どの質問でも出てきました。成澤議員の質問でも

出てきましたが、米沢牛。米沢牛と使うのでしょ

うか。果たしてどうでしょうか、使い切れるので

しょうか。 

  質問ですが、本市のアイデンティティーをもっ

と大切にすべき、安易にキャッチーで否定的なフ

レーズを使用すべきではない。米沢のために尽力

されてきた方もたくさんいるわけでありますか

ら、配慮すべきと申し上げたい。御答弁をお聞か

せいただきたいと思います。 

  次の質問であります。雪国だからこそ、雪に強

いまちづくりを進めるべきではないかと。それが

市民の幸福につながるという質問であります。 

  本市は雪国であります。未来永劫に降り続けて

いきます。その世界で人の営みが続き、雪の処理

も延々と続いていくわけです。途中で降らなくな

るということはまずない。 

  市民は、克雪・利雪・遊雪との思いで、冬期間

をしのいで生活をしております。その市民生活に

おいては、降雪前から冬期間の準備をいたします。
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雪囲い、消雪、除雪機、そういった整備、また、

それが冬支度の苦労ともなるわけであります。 

  降雪期の市民生活や都市機能を守っていく方法

は除雪であります。排雪であります。その体制は、

本市の職員、消防、また除雪の業者、ボランティ

ア業者、雪捨て場の維持管理、こういった多方面

において管理されております。さらに言えば、雪

下ろし作業などでも維持されておるわけであり

ます。そういった皆さんには感謝する次第であり

ます。 

  降雪前からの人員の確保や車両整備、また教育

などにも準備に余念なく進められていることは、

敬服する次第でもあります。いざ降雪となったら、

深夜からの出動や、吹きすさぶ雪の中での作業と

なります。この御尽力には感謝を申し上げるとこ

ろであります。 

  また、降雪後に市民生活に支障を来してくるの

は、積雪や除雪、堆雪による道路の狭隘化です。

その狭隘化により交通に支障を来すとともに、歩

行者の安全も確保されない状況が生まれてきま

す。また、除雪や押し雪、雪かき作業も含めて大

きな労力のかかるところであります。 

  労力と同じく経済的にも、本市の除雪費は非常

に多いと。多いときで約20億円近い年も出てきま

す。そういった支出の多いところでもあります。 

  市民の皆さんの生活は、石油代、ガス代、電気

代、はたまた車のタイヤ代、防寒服、様々な経費

が冬にはかかってくるわけであります。これだけ

でも、生活を困窮させるのに十分な要素ではない

でしょうか。経済的損失も非常に大きいのが現状

であります。支出や労力など、市民や行政の疲弊

が未来永劫に続いていく。そのようなイメージか

ら、移住などをためらう人も出てくるのではない

でしょうか。 

  物事には諦めも必要だという人もおります。雪

は仕方ない、それでよいのでしょうか。そのよう

な苦労を仕方ないだけで市民に強いるのではな

く、雪に強い都市計画や地域や制度など、できる

ことを少しでも前に進め、市民生活を築くべきで

はないでしょうか。この雪のマイナスを緩和でき

れば、苦労やストレスや経済的損失が少なくなり、

市民幸福の増加につながると私は考えるわけで

あります。 

  ここで質問をいたします。本市は未来永劫に雪

が降る地域であり、これを止めることはできませ

ん。しかし、苦労を少しでも少なくすることはで

きるはずです。時間がかかっても雪の苦労を取り

除く、施設の整備や制度、まちづくりを進めてい

くことこそが市民幸福の最大化となり、必要と思

うが、市長としてのお考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 鳥海隆太議員の御質問にお答えい

たします。 

  私からは、２の雪国だからこそ雪に強いまちづ

くりを進めるべきであり、それが市民の幸福につ

ながるのではないかとの御質問にお答えいたし

ます。 

  御案内のとおり、本市は特別豪雪地域に指定さ

れており、市民の皆様が冬期間の日常生活や経済

活動を行っていく上で、議員の御質問にあります

雪に強いまちづくりを進めていくことは、必要不

可欠なものであると認識をしております。 

  新総合計画の策定に向けたアンケート調査で、

本市の取組の重要度・満足度をお聴きする質問に

おいても、雪対策に関しましては重要度が高く、

満足度が低いとする結果となり、様々な施策があ

る中でも、特に平均値を大きく上回る形で示され

ております。さらに言えば、これが今回の調査に

限ったものではなく、以前から行われている同様

の調査でも同じような結果が示されているとこ

ろであります。 

  このように雪対策については、市民の皆様の幸

福度向上において大きなウエートを占めるもの
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であるということを前提に、市全体として総合的

な雪対策を推進していくことが必要不可欠であ

るとの認識の下、平成30年度に「米沢市雪対策総

合計画」を策定いたしました。 

  計画の基本方針を「雪と向き合い、共に支え合

いながら、安心して暮らせる雪に強いまち・米沢」

とし、施策の柱立てとして、①雪に強く住みよい

まちづくり、②高齢者・障がい者などが冬期間安

心して生活できる体制づくり、③市民協働による

雪処理の体制づくり、④豪雪時・豪雪災害時にお

ける対策の充実、⑤親雪・利雪・学雪の推進の５

つを掲げ、それぞれについて施策の方向性を定め、

取組を推進しているところであります。 

  この中で、特に、柱立ての１つ目である「雪に

強く住みよいまちづくり」は、効率的な除排雪の

推進、雪処理施設の確保、雪害防止対策といった

取組であり、まさに議員の御質問に合致する部分

であります。 

  具体的に実施した施策といたしましては、２年

前の選挙公約でもお示しをいたしました除排雪

運行管理システムの導入があります。これは、除

雪車約300台全てにＧＰＳ端末を搭載するととも

に、これまで距離計算で積算を行っていたところ、

より実態に即した時間精算に移行したものであ

ります。これにより、積雪の状況に応じた、より

効率的な除雪作業の実施が可能となりました。 

  また、あわせて排雪についても、新たな補助制

度を導入したところでもございます。町内会の排

雪については、新たな補助制度を導入したところ

であります。 

  なお、雪対策総合計画においては、これらの事

業を含め55の事業を掲げているところでありま

すが、今後につきましても計画の基本方針の実現

に向けて、市民の皆様の幸福度の向上に貢献でき

るよう着実に施策を推進してまいります。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、大項目１の本市のアイ

デンティティーをもっと大切にすべきではない

かについてお答えいたします。 

  このたび、御指摘いただきました講座について

は、ふだんなかなか米沢の歴史に接する機会がな

いような方にも、まずは興味や関心を持ってもら

うため、アニメやゲームと関連づけた内容にする

ことで、より多くの方に米沢の歴史を知っていた

だければと思い、令和５年度から毎回様々なテー

マを取り上げ、３回目となる今年は伊達家をテー

マに開催したところです。 

  本市と伊達との関係は、上杉家が入る前、伊達

家がここ米沢を本拠地としたことに始まり、政宗

が岩出山に移るまでの間とされております。 

  一方で、上杉家との関係は、1601年（慶長６年）

に上杉景勝公が米沢に移ってから明治維新を迎

えるまでの間、上杉家の城下町であったことから、

市内には、議員お述べのとおり、上杉家ゆかりの

文化財が数多く残されております。 

  教育委員会におきましても、市内の各小中学校

には、上杉謙信公、上杉鷹山公の肖像画を掲げて

おり、学校教育や社会教育など様々な学習の機会

を通し、米沢が上杉の城下町であるということが、

幼い頃から広く市民に受け継がれているものと

認識しております。 

  そのような中で、今回、伊達家をテーマに取り

上げた講座を周知するに当たり、作成したチラシ

の一部において、議員御指摘のとおり不適切な記

載がございましたが、本市と上杉家との長い歴史

における関係性を否定したり、貴重な功績や重要

性を軽視したりする意図は一切ございませんで

した。 

  しかしながら、上杉家への長年の敬意と誇りを

持つ市民の皆様、特に上杉家ゆかりの方々に対し

配慮に欠けていたと言わざるを得ず、職員一同深

く反省しているところです。 

  今後、講座の運営に当たっては、本市の歴史的

背景や市民の皆様が抱く郷土への思いを十分配

慮し、その表現についても慎重に検討するよう努
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めながら実施していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） ありがとうございます。

アイデンティティーに関しては、壇上でも申し上

げたとおりでありますし、伊達家を否定するわけ

でもありません。ただ、配慮は必要だろうという

ことなのです。考えるのはいいでしょう。ただ、

公に本市のアカウントで出すというのは、そうい

うことではないのではないでしょうかというこ

とで、反省もしているということでありましたの

で、今後気をつけていただいて、しっかりと本市

のアイデンティティーは上杉、これがなかったら

もう成り立たないんだ。実際成り立ちません。そ

ういうことでありますから、注意していただきた

いと思います。 

  市長にちょっとお尋ねしたいのですが、アイデ

ンティティー、私とうとうと述べさせていただき

ました。私は、本市のアイデンティティーをしっ

かりと守って引き継いでいかなければいけない

と、そういうように考えて述べたつもりでありま

す。市長の捉え方についてお聞かせいただければ

と思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。アイデン

ティティー、日本語で言うと、よりどころのよう

なものだろうと思うわけでありますが、背骨のよ

うなものだろうと思うわけでありますけれども、

これはもうまごうことなく、米沢市、本市におい

ては、やはり上杉文化なり上杉の伝統ということ

なのだろうと、このように思う。ここについては、

多くの米沢市民がそう感じているところなのだ

ろうと思います。 

  それがゆえに、私の所感はいかにということで

あれば、今年度、24年ぶりの名誉市民に上杉邦憲

御当主、17代御当主を名誉市民へということで、

それは別に上杉家の御当主だからということだ

けではありません。もちろん学者としての御功績、

また、これまでの様々な御功績に対してというこ

とでありますが、やはり上杉家の御当主としての

御功績も大なるものがあり、米沢市としては切っ

ても切れない関係にある御当主を名誉市民にと

いうことで御推挙をし、市議会からも満場一致で

の御賛成をいただいたのだろうと、このように思

うわけでございます。 

  鳥海議員もおっしゃいましたが、だからといっ

て、しかし、伊達政宗公がここでお生まれになり、

そして25歳までお過ごしになり、この地で東北の

覇者としての立場を確立されたということも、こ

れまた間違いない歴史の事実でございますので、

それはそれとして事実としてというか、歴史的な

事実として我々はこれまた誇りに思う大事なこ

とだろうと私は思います。 

  御指摘のこのチラシでございますが、「信長の

野望ファンにとって、米沢は上杉のものにあら

ず！この独眼竜伊達政宗の領よ！」と、こういう

フレーズですが、確かに適切かどうかという面で

いえば、これを見て不快に思う方もいるのだろう

ということなので、教育長が御答弁されたとおり

かと思います。 

  ただ、同時に我々は、これはこれとして問題は

あるにせよ、上杉の城下町であり、かつ伊達政宗

のふるさとであるという米沢、両方に対して誇り

に思い、受け入れていくといいましょうか、そう

いう寛容性といいましょうか、事実をきちんと事

実として受け止めて、両者のよきところを次の時

代に残していくという部分もあっていいのかな

というのを若干なりとも思うところでございま

す。基軸は当然上杉家、上杉の城下町の伝統を

我々は次の世代に残していくということだと思

います。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 壇上でも申し上げました。

上杉という名前を取って、例えば米沢牛とつける

か伊達とつけるか、どちらをつけても米沢市は成

り立たないわけです。観光にしても地域の整備に
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しても成り立たないわけです。そういうような成

り立たないよということを分かっていただくた

めに、新総合計画の中の文面も私は読ませていた

だいたつもりでありますので、別に否定するわけ

ではない、伊達を否定するわけではないが、基軸

はしっかりとそこでとどめていただきたいと思

うわけであります。 

  次に、雪の対策で市民を幸せにするということ

でありました。本市はもともと、外敵から侵入を

防ぐような城下町のつくりであります。その城下

町のつくりはどういうつくりかというと、狭隘な

道が多い。行き止まりの道があったり、また、ど

こかにくねくねと曲がっていくような道もある

というようなつくりであります。これは非常に雪

に対しては強くない、むしろ弱いつくりではない

かなと思います。 

  では、強い地域はどういうところを連想するの

かと考えますと、私が思い浮かぶのは北海道の広

い道、真っすぐな道、こういった道というところ

を想像するわけであります。こういった道は除雪

もしやすい、車も走りやすい。先ほど言った城下

町の狭隘な道というのは、雪が降ると除雪をして

いくと脇に堆雪をしていく。これで通行ができな

くなる。幅出しもしなければいけなくなる、排雪

もしなければいけなくなる。中には、もうこれ以

上はできないと通行止めになってしまうところ

もあるというところであります。 

  そういったものを放置――放置というか増えて

きますと、そこを利用する人、歩く者、車でもそ

うだし、交通障害も起きるし、救急車が必要にな

ったときも非常に入れない。実際あったですね。

救急車が入ってくるまでに時間がかかって、なお

かつバックでしか救急車が入れなかったという

道も実際あったのです。そういった情報が本市の

ほうに届けられているかどうかなのですけれど

も。 

  私がこういった町並みを、全部とは言いません

けれども、必要な箇所、市内でもあるはずです。

あります。こういった箇所を少しずつ整理、区画

整理になるか街路事業になるかなんですけれど

も、そういった事業を少しずつ年数がかかっても

いいから進めていく、そして雪に強いまちをつく

り上げていく、これが私は必要ではないかなと思

うわけなのですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 ただいま鳥海議員のほうから、

米沢市城下町のつくりだということで狭隘道路

が多い、また、北海道のように広く真っすぐな道

を必要な箇所から少しずつ進めたらどうかとい

うお話がございました。 

  今この議会で議案として上程しております新ま

ちづくり総合計画の中では、新たに区画整理事業

を行う考えはございませんが、立地適正化計画に

基づき、都市機能や居住を誘導するため、開発行

為や空き家・空き地の利活用に対して民間支援を

行っております。新たな郊外開発を推進するので

はなくて、誘導区域内において、道路幅員が狭く

除雪状況が良好でない地域や、接道条件が悪く空

き家が多く発生している地域に対して、民間事業

者による再開発計画を積極的に誘導し支援する

ため、例えば、市道の道路拡幅工事を一部市が担

ったり、相続人が存在しない不動産に対して市の

ほうが相続財産管理人選任申立てを行ったり、何

代にもわたって相続されていない不動産に対し

て権利関係の調査を支援したりなど、行政のほう

としても低未利用地の民間開発を通じて道路環

境を改善し、雪に強いまちづくりの形成を推進し

ていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 私、また後でも申し上げ

ますけれども、何も来年、再来年、５年以内にや

ってくれ、やったほうがいい、そう申しているわ

けではないのです。私は、10年先でも、20年、50

年かかってもいいから、しっかりとこういったも

のを進めていくべきだと申し上げているわけで

す。それには、考え方と計画が必要になってきま
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す。そういった長い計画をしっかりと見据えて、

本市でこの雪に対する対策を進めるべきだなと。 

  物心ついてから、この雪に対する対策、除雪は

非常によくなりました。驚くほどよくなりました。

昔、学校から帰るときに、冬ですね、学校の先生

からこう言われました。「電線は触るな。感電す

るから電線は触るな」と言われました。どういう

ことかというと、それだけ雪が高く歩道に積み上

げられていたということです。そういうところか

ら見ると非常によくなりました。非常によくなり

ましたが、まだまだ市民の幸せというものに近づ

いているわけでは私はないと思いますので、しっ

かりと市民の幸せを考えていただいて、生活しや

すさを考えていただいて計画を立てていただき

たいなと思います。 

  次に道路なのですけれども、先ほども区画整理

とか街路事業とかという話をしました。実際に今

使っている道路でも非常に難儀をするところが

ある。夏でも擦れ違うのに脇によけなければいけ

ないところもあるのですが、実はより一層狭くな

る要因があります。それは何かといいますと、こ

れは除雪でも支障を来していくのですが、道路に

ある電柱です。電柱、これを地中化とは言いませ

ん、これをずらして幅員を確保する。そういった

ことをやっておかないと、将来的に空き家も増え

てきて、空き家のところは必ず雪を置いていくの

です。除雪のときに。そこの家の前は除雪してい

かないので、どんどん道路に出てくるのです。雪

が。真っすぐな道路が、いつの間にか曲がりくね

った道に、くねくね道になってしまっているとい

うのはよくあります。そこに電柱があると余計ひ

どくなる。そういった意味でも、防災の面から考

えても電柱の移設、これを私は、あした、今年と

いう話ではなくて、長いスパンで考えて整備する

必要があるのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 ただいま道路の電柱の移設に

ついて御質問ございました。 

  本市でも、冬期間における除雪作業、また交通

確保の観点から、道路空間は可能な限り有効に活

用するということは極めて重要だということは

認識しております。 

  現在、本市のほうでこの電柱移転に関して取り

組んでいるのが、道路改良工事等の工事があった

際に、電柱の移転について、地権者、また関係事

業者と協議を行いながら、可能な限り民地側への

移設を図ることを基本方針として推進しており

ます。 

  また、緊急輸送道路ございますけれども、そち

らに関しましては、関係事業者に対し、新設での

電柱等の道路占用を制限して、災害等の有事にお

ける道路交通の安全を図っているところでござ

います。 

  しかしながら、民地等の移設に関しては、どう

しても民地側のほうの建物の離れであったり、民

地側のほうの将来の土地利用計画との調整など

もあるものですから、地権者等の同意が必ず不可

欠になるのですけれども、その土地の形状であっ

たりとか、先ほど申し上げましたとおり電柱の設

置スペースが確保できないということもござい

ますので、なかなか難しく時間を要するケースも

ございます。 

  ただ、先ほど議員のほうからも話ありましたと

おり、電線地中化を行うよりも費用負担が生じず、

道路空間を有効活用して進めることもできるも

のですから、冬期間における道路幅員の確保に関

しましては効果がありますので、引き続き根気強

く進めていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 私は、電線の地中化を推

進と言っているわけではなくて、家屋の後ろ側と

か移動できるところはそういったように移動し

ながら、これが一番安価ですぐできる方法ではな

いかと。多少移設費用はかかるかもしれないけれ

ども。そのように幅員を確保する、除雪もしやす
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くなるということで、１年後に、２年後にとか５

年後にという話ではなくて、しっかりと計画を立

てて、10年かかってでも20年かかってでも、そう

いうまちをつくっていくんだという計画をしっ

かりとつくってほしいということなのです。 

  今はまだいいですよ。20年後の米沢市、30年後

の米沢市ということを考えたときに、人口はどう

なった、では年齢層はどうなった、これを考えた

ときに、やはりこの準備というのは必要です。建

設部長はいい人ですから、しっかりと立ててくれ

ると思いますけれども、これはしっかりと調査を

して、できそうか、できそうでないか、そういっ

たところをまず進めてほしいと思う次第であり

ます。 

  そうやって除雪しやすくなると、家の前にたく

さん雪を置いていきます。たくさん雪を置いてい

くと、その雪かきをしなければいけない。家屋の

中に敷地の中に融雪装置でもあればいい。でも、

そういうところはまれ。まれだと私は思います。

旧市街では、空き地があるところもまれだと思い

ます。そこで必要になってくるのが流雪溝、こう

いうことであると思います。 

  本市の総合計画、10年前に出した今進んでいる

計画を見ても、流雪溝の整備ということはうたわ

れている。その前の10年間でも、10年前でもそう

だと。今回の新しい新総合計画の中にも流雪溝の

整備と書いてある。しかしながら、それが一向に、

進んだ調査をされたとか計画がなされたとか、将

来的な展望を述べられたとか、こういうのは一向

に触れられた形跡がない。事実がない。そういう

中で、住民の方からいろいろな要望もいただきま

す。私、正直申し上げて、２件の流雪溝の要望も

いただきました。紹介議員にもならせていただき

ました。一向にそれが、何か協議された形跡も全

くないということであります。 

  先ほどから言っておりますが、来年何とか整備

してくれと言っているわけではないのです。皆さ

ん、将来的に時間かかってもいいからやってほし

い、本当にこの雪に対する要望というのは多いの

です。多いし、時間がかかってもいいからやって

くれと切実な話なのです。 

  将来、20年後に今と同じような働きができれば

いい。実際、体が動かなくなる。そういった設備

も必要になるんだと。まして、冒頭で申し上げま

したけれども、米沢は未来永劫雪が降る、これは

間違いない。これに対処したまちづくりをしてこ

そ、米沢市の立つ瀬があるのではないかというこ

とです。観光施策にしても、産業施策にしても、

移住・定住にしても全部そうだ。雪に対する対策

がもう日本一です。雪降ろうが降るまいがもう関

係ない。米沢はいいところなのです。こういった

ことがうたわれるのではないですかと。 

  少し話がそれましたけれども、そういった流雪

溝、言い換えれば生命維持装置と言っても私は過

言ではないと思います。この生命維持装置の整備、

しっかりと私は進めるべきだと。ここで真剣にな

って進めるべきだと申し上げたいのですが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 議員のほうから流雪溝の整備

に関して御質問ございました。流雪溝につきまし

ては、現在、令和７年３月31日時点で74.8キロメ

ートルを整備している状況でございます。 

  流雪溝整備における課題といたしましては、や

はりほかの事業同様なのですけれども、近年の資

材費、人件費の高騰による整備の進捗が要望に追

いつかないということもございますけれども、雪

を流すための必要な勾配の確保、また、流末処理

が可能な水路があるかどうかなどの地形的条件

の調査のほか、やはり水の確保ということが一番

大きな問題になっております。 

  河川管理者のほうからは、東北の河川では新規

に取得できる水量はないと言われていることか

ら、なかなか市街地での事業の拡大が進まない状

況であります。 

  しかしながら、議員おっしゃるとおり、流雪溝
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の整備促進の必要性は認識しておりますので、現

在の水量を生かしながら、例えばポンプなどを使

って水を循環させることによる面的整備に向け

た例えば調査であったりとか、その流雪溝整備に

必要な財源の確保に努めまして、除排雪後に各家

庭で行う雪片づけの労力が少しでも軽減されま

すように、雪を効果的に利用した循環型流雪溝整

備の研究について行っていきたいと思っており

ます。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 何年かかっても達成して

もらいたいと思います。それだけ切実なのです。

雪に対する思いというのは。 

  少し時間も過ぎましたので最後になるかもしれ

ませんが、雪の中で生活するにおいて、親雪・利

雪・遊雪、あと克雪とあるのですけれども、こう

いう言葉があります。 

  克雪は今まで話しました。その残った部分、例

えば雪を利用して雪と遊ぶとかそういった施策

というのは50年前からやられております。中でも

大きいのは、分かりやすいのが上杉雪灯篭まつり、

雪灯篭をつくって、雪洞をつくったりしてお祭り

をやっていました。幻想的な雰囲気をつくり上げ

て、市民の祭り、観光客の誘客につなげていると

いうところもあります。 

  また、地域でたくさんやっていますけれども、

雪中運動会、雪上カルタがあります。これも子供

たちと一緒にやっている。やはり雪と戯れる、雪

と親しむということです。 

  あともう一つは、雪の中での花火大会、白い雪

に囲まれた中で、覆われた中での花火、これは非

常に幻想的、米沢らしいものと私は言えると思い

ます。アイデンティティーの一つとして、雪とい

うのがあってもいいかもしれないなと思う次第

であります。 

  こういうように雪の中でのコンテンツ、簡単に

言えばコンテンツです。こういったものにもっと

市としても力を入れて、また新しくできるものは

やっていくと。何といったって米沢は雪ですから。

これを利用しない手はないと。ほかに負けないの

は雪だと。あまり自慢したくないけれども。そう

いったものをうまく使って進めていく、これが、

私はこれから考えなければいけないことではな

いかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 雪対策総合計画では、親

雪・利雪・学雪の推進を掲げており、遊雪につい

てもこちらに含まれると考えております。雪国で

暮らすことへの誇り、愛着を育むこととして、先

ほど御紹介いただきました上杉雪灯篭まつり、地

区でもイベント等を実施していただいておりま

して、西部雪まつりなどが有名であります。 

  地域に活力を与えて雪国づくりを推進する上で

は、これまでの取組に加え、例えば本市におきま

しては、市内スキー場でのスノースポーツといっ

た特色ある観光資源、また、雪菜のような特有の

食文化もありますので、こうした資源を有効活用

しながら、他地域との差別化を図ってまいります。 

○島軒純一議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 先ほど申し上げたコンテ

ンツの中に、降雪時でないときには、成島の遊戯

施設とか屋内遊戯施設があるわけですけれども、

雪の中の遊び場というのはなかなかないですよ

ね。雪遊び広場みたいな、こういうのも私は雪国

らしい遊びを醸し出せるのではないかと。小さい

ときにそういった経験をしておくと、米沢の思い

出といったものがつくり上げられるのではない

かと思いますし、愛郷の気持ち、こういった思い

出もできるのではないかと申し上げて、質問を終

わりたいと思います。 

○島軒純一議長 以上で１番鳥海隆太議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ２時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  午後 ２時２０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、未就学期からつなぐ、不登校抑止のため

の連携強化について外２点、８番影澤政夫議員。 

  〔８番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（影澤政夫議員） 皆さん、こんにちは。市

民平和クラブの影澤でございます。 

  本日もお忙しい中、傍聴にお越しいただいた市

民の皆様、そしてユーチューブのライブ配信で御

覧いただいている皆様に、心から感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

  それでは、発言通告書に従い早速質問に入らせ

ていただきます。 

  大項目の１、未就学期からつなぐ、不登校抑止

のための連携強化について。 

  近年、全国的に不登校児童の数は増加し、低学

年化も進んでおります。令和５年度には過去最多

を更新したと聞いております。本市でも同様の傾

向があるか、まずはお示しください。 

  また、このような状況を踏まえ、就学前から就

学後まで切れ目なく支援を進めるには、どのよう

な方策が考えられるのか、当局のお考えをお聞か

せいただきたいと存じます。 

  小項目の１、児童発達支援センター（ひまわり

学園）の利用実態と運営体制について。 

  令和３年に開所した児童発達支援センターは、

発達特性を持つ未就学児の支援における本市の

中核施設と理解してございます。 

  まず、センターの基本情報や利用状況について

具体的にお示しください。加えて、職員体制や外

部専門職の配置計画など、現行の体制で十分な支

援が行われているのかどうか、当局の評価をお聞

かせください。 

  次に、小項目の２、教育委員会との連携体制と

実務フローの明確化について。 

  教育支援センターは、就学後の不登校児を対象

としており、児童発達支援センターとは制度上区

分されてございます。しかし、不登校の背景に、

発達特性が関係するケースも少なくありません。

未就学期から就学後までの支援を切れ目なくつ

なぐ体制は不可欠のはずではないでしょうか。 

  しかし、現状では、両センター間の情報共有や

協働支援の仕組みが十分整っていないと認識し

てございます。今後の連携強化について、両部局

としてどのようにお考えか、御見解をお示しくだ

さい。 

  また、教育支援センターの先生４名を含む９人

の先生方が市内中学校５校を担当し、週１回の合

同会議なども含め一定の成果を上げています。そ

の一方で、低学年の不登校対応には課題がありま

す。小学校には適応指導補助員は配置されている

ものの、役割や人数、支援の質にずれがあり、も

ちろん保健室だけでの対応には限界があります。 

  そこで提案となりますが、各小学校内に教育支

援センター機能を設け、専属の不登校相談員を配

置することで、児童や保護者が安心して相談でき

る環境を学校内に整えるべきではないでしょう

か。これにより、学校の負担を軽減するとともに、

市教育委員会や福祉部門との連携もより強化で

きると考えますが、この提案について当局の御所

見をお示しください。 

  小項目の３、米沢市版ＣＯＣＯＬＯプランの実

効性について。 

  令和５年３月に策定されたＣＯＣＯＬＯプラン

は、単に学校復帰を目指すものではなく、子供た

ちが多様な価値観を理解し、自立して社会で暮ら

す力を育むことを目的としております。 

  私は、学校復帰だけに偏らず、多様な学びの場

を制度的に支える「米沢市版ＣＯＣＯＬＯプラ

ン」の実現が重要だと考えております。 

  効果検証の仕組みを明確にした上で制度設計を

進めるのは当然でありますが、低年齢化する不登

校への対応として、小項目の２で述べたような校
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内教育支援センターの設置を最優先で検討する

とともに、上山きらり学園のような先進事例を参

考にした多様な学びの拠点整備も進めるべきと

考えますが、今後の方向性について、市教育委員

会としての御見解をお聞かせください。 

  次の質問に移ります。 

  大項目の２、先生を守り、地域で育てる学校づ

くりについて。 

  近年、若手教員のメンタルヘルス不調による休

職や離職が深刻化しております。文部科学省調査

でも、20代や在籍２年未満の休職・離職が増えて

いると報告されております。 

  一因として、コロナ禍以降、学校と地域とのつ

ながりが希薄になり、協議や説明の機会も減少し

た結果、学校全体の方針ではなく、個々の教員が

批判の対象になりやすい状況が指摘されており

ます。こうした状況を踏まえ、若手教員を守る観

点から、以下の点についてお聞かせください。 

  小項目の１、新人教師を支える仕組みについて。

まず、メンター制度、初任者研修、授業フィード

バックの実施頻度や対象、評価方法、運用上の課

題についてお示しください。 

  次に、孤立防止の仕組みとして、面談・相談窓

口の体制、業務量調整の具体的手法、校内ピアサ

ポートの実績や効果などがあれば御説明くださ

い。 

  さらに、若手教員が不当な言動を受けた場合の

介入体制と記録方法について、いつ・誰が・どの

ように介入するのか、エスカレーション基準、管

理職の介入事例の有無も含め、具体的に明らかに

してください。 

  小項目の２、ハラスメント対策は「あるか」で

はなく、「効いているか」が重要ではないか。 

  パワーハラスメント、カスタマーハラスメント

など、過去３年間の相談件数と内訳、発生場面別

の傾向について、可能な範囲で御提示ください。 

  加えて、市教育委員会として、カスタマーハラ

スメントをどのように定義し、認識しているのか

も明確にしてください。 

  また、事案発生から相談、解決までの平均期間、

再発防止に向けた標準的対応策についてもお聞

かせ願います。さらに、改善事例や対策の効果を

裏づける客観的指標、件数推移、職場風土の変化

を具体的にお知らせください。 

  そこでもう１点、今年３月定例会でも代表質問

で触れさせていただきましたけれども、学校現場

での安全衛生委員会や安全パトロールの実施頻

度、指摘事項と是正率、合同開催等によって得ら

れた効果について、改めて具体的に御説明くださ

い。 

  小項目の３、校則は納得できる運用を、先生は

守られる仕組みを目指すべきではないか。 

  文部科学省は今年７月、校則見直しとその運用

改善を通知しました。これは、説明不足による不

満が教員個人への非難につながる構造的問題を

踏まえたものです。そこでお尋ねいたします。 

  本市として校則に関する課題の因果関係をどの

ように捉え、どの程度事例や要因を把握していら

っしゃるのか、お聞かせください。 

  本市中学校では、校則がおおむね統一されてい

ると認識しておりますが、文部科学省方針に沿っ

て、校則の意義説明の標準様式、合理的配慮のル

ール、苦情対応における組織的責任について、市

教育委員会としてどのような運用方針を持って

おられるのかお示しください。 

  また、異議申立て窓口や手順、トラブル後の関

係修復の仕組み、安心指標と改善目標などについ

ても、現在の取組状況について具体的に御教示く

ださい。 

  最後の質問になります。大項目の３、よねざわ

結婚支援センターの強化策について。 

  本市では今年４月、よねざわ結婚支援センター

を開設し、結婚を希望する市民の支援に取り組ん

でおります。既に場を有していることは評価いた

しますけれども、重要なのは実際にどの程度機能

しているかという点でございます。 
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  小項目の１、現状の運用評価と課題について。 

  まず、開設以来の稼働状況として、相談件数、

登録者数、イベント開催数、マッチング実績、成

婚件数など、最近の成果をお示しください。 

  小項目の２、仲人ボランティア制度の導入検討

こそ鍵ではないか。 

  私の認識に誤解があれば恐縮ですが、現状の本

市センターは、イベントの案内が中心となってお

り、設置目的である「出会いから結婚につなぐ支

援」という本来の機能を十分に発揮し切れていな

いように見受けられます。 

  そこで一つ、提案を兼ねて申し上げます。今年、

会派で視察した兵庫県三木市では、行政が公式仲

人制度を整備し、地域に根差した結婚支援として

大きな成果を上げておりました。 

  各地域にいる世話好きの方々を制度として位置

づけ、行政の信頼性と組み合わせることで、出会

いから結婚、さらには定住支援、子育てへと連動

させる仕組みがうまく機能しているように見え

ました。本市においても、この仕組みを導入でき

る可能性は高いと考えます。 

  もちろん、その募集基準や研修体制、活動補助、

品質管理やリスク管理といった枠組みの整備は

欠かせません。しかし、それらを上回る効果が期

待できる点が大きな魅力です。 

  地域の仲人力と行政の信頼性を掛け合わせた持

続的な結婚支援の仕組みについて、当局としてど

のようにお考えか、御見解をお伺いいたします。 

  次に、小項目の３、結婚から子育てまで、地域

で支える伴走支援に向けて。 

  最後に、結婚支援という枠・言葉にとらわれる

ことなく、新生活支援や就労マッチング、出産・

子育て支援など、それらライフステージに応じた

支援を一元化するワンストップ窓口の設置を将

来的な方向性として位置づけるべきではないで

しょうか。 

  その実現に向け、よねざわ結婚支援センターは、

仲人制度を含めた地域ぐるみの伴走支援体制へ

と強化、発展させることが不可欠であります。こ

の点についても当局のお考えをお聞きし、私の演

壇からの質問を終わります。 

  御清聴誠にありがとうございました。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、大項目１、

未就学期からつなぐ、不登校抑止のための連携強

化についての小項目１と小項目２のうち、教育支

援センターと児童発達支援センターの連携強化

についてお答えいたします。 

  初めに、小項目１、米沢市児童発達支援センタ

ーの利用実態と運営体制についてですが、米沢市

立ひまわり学園は、昭和48年11月に障がい児通園

事業として開設し、令和３年４月には児童発達支

援センターとして位置づけられ、発達障がい等を

持つ児童を対象とする本市の中核的な療育施設

として機能しております。 

  ひまわり学園では、児童発達支援センター事業

として、児童発達支援、保育所等訪問支援、発達

についての相談支援の事業を行っており、ほかに、

幼児ことばの相談・指導訓練事業、米沢市発達障

がい児等支援事業を実施しております。 

  運営体制についてですが、ひまわり学園は、指

定管理者として米沢市社会福祉協議会に委託を

しており、児童発達支援管理責任者を中心に、児

童指導員、保育士、言語聴覚士などの専門職が合

計９名配置されており、常勤換算では8.4人とな

っております。 

  職員構成については、園長は１名で保育士資格

を有し、児童発達支援管理責任者を兼務しており、

全体の管理・運営を担っております。児童指導員

は、保育士資格を有する職員が６名配置されてお

り、このうち２名は、保育所等訪問支援事業、発

達障がい児等支援事業を兼務しております。 

  訪問支援員として、教員資格を有する者が１名

配置されており、週２日の勤務となっています。

このほかに言語聴覚士が１名配置されておりま
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す。勤務時間については、全職員、午前８時半か

ら午後５時15分までとなっております。 

  外部専門職として、小児科医及び歯科医師を委

嘱し、年２回の健康診断を実施するほか、医療的

視点からの支援を受けております。 

  ひまわり学園の開所日は、月曜日から金曜日ま

で週５日開所しており、休日、祝祭日及び年末年

始を除き、年間を通じて支援を提供しております。 

  次に、児童発達支援事業についてですが、指定

番号は06500200033で、定員は１日当たり10名と

なっております。 

  年度別の実利用者数は、令和４年度は17名、令

和５年度は16名、令和６年度は16名でした。年齢

層については、令和４年度に２歳児２名、そのほ

かは３歳児から５歳児、令和５年度と６年度は２

歳児の利用がなく、３歳児から５歳児の利用とな

っております。現在、待機児童はおりません。 

  支援ニーズ別では、発達全般の遅れ、ことばの

遅れ、コミュニケーションの難しさ、手先の不器

用さなど、多様なニーズを持つお子様に御利用い

ただいております。 

  また、発達についての相談支援については、令

和６年度378件の相談を受けております。相談内

容は、発達、発育、ことばの遅れ、発音などとな

っております。年齢層については、未就学児が７

割、小学生が３割となっています。 

  現在、未就学児の通所支援については手厚い支

援を行っており、おおむね適切に支援を提供でき

ているものと考えておりますが、乳幼児期から18

歳に至るまでの切れ目のない一貫した相談や支

援事業については、市民全体への周知が十分でな

いことに課題があると考えております。 

  現在利用がない中学生から18歳までの相談支援

について、市民への周知啓発の強化を図るととも

に、広範な年代の子供たちと保護者への支援の拡

充について検討してまいります。 

  次に、小項目２、教育委員会との連携体制と実

務フローの明確化についてのうち、教育支援セン

ターと児童発達支援センターの連携強化につい

てお答えいたします。 

  児童発達支援センターでは、支援者を対象とし

た公開研修会を年２回実施しており、教育支援セ

ンターからも職員の方々に御参加いただいてお

ります。その際、個別ケースについて情報を共有

しており、多角的な視点から支援が行われるよう

連携を図っているところです。 

  また、このほかにも様々な機会を通して連携を

図っており、今後とも顔の見える関係性と信頼関

係を持って、支援を必要とする子供たち、また、

その家族の支援を行ってまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、１、未就学期からつ

なぐ、不登校抑止のための連携強化についてのう

ち、（２）教育委員会との連携体制と実務フロー

の明確化についてお答えします。 

  教育委員会とひまわり学園との連携につきまし

ては、お子さん一人一人の発達の特性や本人・保

護者の希望等の状況に応じて、就学支援に関わる

部分で情報提供を行っております。 

  具体的には、ひまわり学園に在籍するお子さん

の保護者に対し、就学までの流れについて説明す

る場を設定いただき、保護者が教育委員会に相談

できる体制づくりに努めています。また、就学を

希望する小学校への見学日程調整などを行い、就

学が円滑に進むよう配慮しているところです。 

  御指摘のとおり、発達の特性が不登校の一因と

なる場合もありますが、不登校の背景には、就学

後の学習や人間関係など様々な要因が複雑に絡

み合っていることも多く、就学前の段階で不登校

のリスクを的確に判断することは難しいところ

です。また、発達の特性があっても、適切な支援

や環境の下で安定した学校生活を送っているお

子さんも多くおります。 

  そのため、直接的な不登校支援とは言えないか
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もしれませんが、就学後にお子さんが困難さを抱

えることのないよう、就学前からそのお子さんと

関わり、必要な支援方法を小学校に伝えることが

重要であると考えております。 

  また、保育所等訪問支援の一環として、保護者

の御要望を受け、ひまわり学園の職員が小学校を

訪問し、児童の様子を確認しながら、学校職員と

適切な支援の在り方について情報を共有してい

る例もあります。 

  今後も、就学前から就学後にかけて、子供たち

が安心して学べる環境づくりを進めるため、ひま

わり学園との連携を継続、推進してまいります。 

  次に、小学校への校内教育支援センター機能の

設置についてでありますが、市内の小学校におい

ても、教室以外の学びの場を校内に設けている学

校もあります。また、各校に適応指導補助員を配

置しており、各校の実情に応じて、児童の学校生

活への適応を支援しております。特に低学年にお

いては、学校生活に慣れるための支援を行うこと

が重要で、発達の特性がある児童に限らず、幅広

い子供たちへの支援を通じて、不登校の未然防止

に努めているところです。現在行っている教室以

外の学びの場及び低学年段階における学校生活

への適応指導を充実させ、不登校対策を進めてま

いります。 

  次に、（３）米沢市版ＣＯＣＯＬＯプランの実

効性のためにについて申し上げます。 

  本市においても、不登校対策を含む教育支援の

充実に向けて、実効性ある取組を進めております。 

  まず、スクールガイダンスプロジェクトの一環

として、教育支援センターでは、不登校の児童生

徒への支援に加え、保護者の相談窓口の設置や学

校への訪問支援など、家庭や学校を支える取組を

進めております。また、先ほど申し上げたとおり、

小学校には適応指導補助員を、中学校には教育相

談員及び適応指導員を配置し、各学校の実情に応

じた支援体制を整えております。 

  教育支援センターは、子供たちにとっての学び

の場や安心できる居場所としての役割を担いな

がら、学校内の別室支援や不登校の未然防止に向

けた取組を支援しているところです。 

  学びの場の確保としては、１人１台端末を活用

した授業の配信やデジタルドリルの提供など、別

室や家庭でも学べる環境をつくっております。加

えて、心のＳＯＳの早期発見として、教育委員会

では、１人１台端末を活用した心の悩み相談フォ

ーム「ひとりじゃないよ」の運用により、多様な

悩みに対応できる相談体制を整えております。ま

た、学校では、定期的な心の相談アンケートを実

施し、児童生徒の悩みに寄り添った面談等を行っ

ているところです。 

  また、年に２回開催している不登校対策会議で

は、授業改善や児童生徒の居場所・絆づくりの視

点から、魅力ある学校づくりに向けた各校の実践

を交流しています。この会議には民間事業所の

方々にも御参加いただき、情報交換を行っており

ます。今後も、不登校の未然防止の観点から、授

業改善に取り組むとともに、子供たちの声に耳を

傾けながら学校風土の見える化を進め、関係者が

共通認識を持って取り組めるよう努めてまいり

ます。 

  なお、上山市のきらり学園については、本市と

しても現地を見学し、多くの学びを得ました。そ

の際、きらり学園だからできる取組ではなく、ど

の学校でも取り組める内容として広げていく必

要があると受け止めております。 

  学びの多様化学校については、今後も研究を続

けてまいりますが、まずは、本市の各小中学校に

おける不登校への対応を一層充実させていくこ

とが重要であると考えております。 

  次に、２、先生を守り、地域で育てる学校づく

りについてのうち、初めに（１）新人教師を支え

る仕組みについてお答えします。 

  初めに、研修等についてですが、県教育委員会

の計画に沿って進められる初任者研修では、校内

で年間90から120時間の研修と、校外で年間11日
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間の研修に分かれており、市町村教育委員会にお

ける研修は、その中の１日が割り当てられており

ます。 

  本市では、例年４月末に実施しており、講話や

話合い活動、理科実験実習等に加え、教育支援セ

ンターに移動し、不登校についての研修を行って

おります。バスでの移動や理科の実験など、初任

者同士が学校を離れ気楽に話すことができるよ

う意図しており、約１か月間、気を張って勤務し

てきた教員同士が喜びや悩みを共有し、良好な関

係を築くことができるよう配慮しております。 

  そのほかにも、教育委員会による学校訪問の際

には、初任者と指導主事の面談の場を設け、県の

研修時にも、県の担当者から様子を聞くなどして

初任者の成長を見守り、支援できるように心がけ

ています。 

  授業のフィードバックについては、各校での指

導担当教諭の日常の指導に加え、市でも伴走型支

援として、希望する教員と指導主事が授業づくり

などについて一緒に考える機会を設けていると

ころです。 

  初任者の孤立を防ぐための面談・相談体制につ

いては、今お伝えしたほかにも、各校の管理職や

校内指導教員、拠点校指導教員を中心に支援体制

を整えております。 

  県教育委員会が作成している「若手教員ととも

に育つ」というリーフレットに基づき、各校で、

メンターチームによる豊かな関わりの下、若手教

員の思いを尊重しながら、教えるだけでなく共に

育つような組織づくりを大切にしております。 

  校内ピアサポートについては、教員間の助け合

いは日常的にありますが、業務量の調整について

は、管理職が各教職員の得意な分野や勤務の状況

等を把握し行っているところです。 

  若手が不当な言動を受けた場合の介入基準等に

ついては、状況によって対応が異なるため、特に

設けてはおりません。 

  離職・休職及び定着率につきましては、令和３

年度以降に採用になった教員73名中、離職者は２

名でした。特に分析や改善目標の設定等を行う予

定はありませんが、今後もチーム学校として若手

支援を丁寧に行ってまいります。 

  次に、（２）ハラスメント対策は「あるか」で

はなく、「効いているか」が重要ではないかにつ

いてお答えします。 

  パワーハラスメントについて、過去３年間の発

生の報告は受けておりません。カスタマーハラス

メントは、現在定義を定めていないため、件数や

対象となる相手の範囲についてお答えできるも

のがないのが状況です。 

  学校の対応について、今後、国や県の通知等を

受けて研究してまいりますが、大切にするのは、

行為の裏にある困り感や悩みです。恫喝や長時間

の叱責、誹謗中傷などは一般的にハラスメントと

されるものであり、学校も教育委員会もその場合

は毅然とした対応をしておりますが、傾聴を通し

て原因を整理し、児童生徒が安心して学校生活を

送るという目的を共有しながら、丁寧に対話を重

ねる必要もあります。 

  解決についても事例により異なるため、平均期

間の把握や再発防止の標準策の整備も行っては

おりませんが、必要に応じて教育委員会の学校教

育専門員やスクールソーシャルワーカーなども

関わりながら、解決に向けた話合いを進めるよう

にしているところです。 

  また、様々なハラスメントについて、教育委員

会が主催する研修は行っておりませんが、県が主

催する新規採用管理職研修会においてハラスメ

ントに係る研修が実施されていることもあり、各

校で管理職が高い意識を持って組織の運営に当

たっております。 

  次に、衛生委員会や安全パトロールの実施につ

いてお答えします。 

  各学校がそれぞれ事業所という考え方でありま

すが、教職員数が50人を超える学校がないため、

衛生委員会は設置しておりません。今回の法改正
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で実施が義務づけられたストレスチェックにつ

いては、かねてより大変重要であると捉えており

ましたので、全ての小中学校で平成30年度より各

年度２回ずつ実施し、教職員の心の健康保持に努

めてまいりました。今後も継続して実施してまい

ります。 

  最後に、（３）校則は納得できる運用を、先生

は守られる仕組みを目指すべきではないかにつ

いてお答えします。 

  本市において、校則が原因で個々の教職員への

非難に直結したという事例はございません。市内

の中学校では、生徒の声を聞きながら学校の決ま

りを定期的に見直し、改善しています。その一例

として、男女で色が分かれていた運動着を自由選

択とした、衣替え期間を撤廃し、気候に合わせて

服装を選択するといった事例があります。 

  各学校では、公共の場において、どうしたら皆

が快適に生活できるかを考えながら行動する主

体性を育んでいます。その中で、個別の配慮が必

要な生徒については丁寧に対応し、多様性の理解

についても指導しておりますので、生徒たちもそ

れぞれの事情や違いを受け入れ、互いを認め合い

ながら生活しているところです。 

  また、各学校では、保護者からの申入れがあっ

た際はチームとして対応し、若手教員が単独で対

応を行わないよう、学年主任や生徒指導主事、特

別支援教育コーディネーター、管理職等が同席す

るようにしております。小学校では学年担任制を

取り入れる学校もあり、複数の教職員が連携して

指導に当たることで、一人で抱え込むことがない

よう配慮しているところです。 

  議員に御指摘いただいたことに対して、今後も

各校と連携して対応を進め、若手教員に限らず全

ての教職員が心身の健康を保持できるよう努め

てまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、大項目２に関して、

市当局側のカスタマーハラスメント対策及び衛

生委員会についてお答えいたします。 

  初めに、カスタマーハラスメント対策について

ですが、本市では今年７月に、米沢市カスタマー

ハラスメント対策マニュアルを策定しました。本

マニュアルにおいては、カスタマーハラスメント

の定義やカスタマーハラスメントに対する対応

方法等を示しているところです。 

  定義において、守るべき対象を米沢市職員、ま

た職場環境としており、学校内の教育現場は想定

しておりません。しかし、住民からのクレーム等

の中には、学校ではなく教育委員会事務局に届く

ものもあると認識しております。その場合は、事

務局職員の職場環境に関わることですので本マ

ニュアルで対応する範疇でございます。 

  一方で、学校内で起こる例えば保護者からの相

談や要望については、教育現場において一概に本

市マニュアルをそのまま適用できるものではな

いのではないかと考えております。しかしながら、

学校配置の市職員もおりますし、また、考え方と

して共通する部分、活用できる部分は有用なもの

と考えますので、情報を共有できるものは何なの

か、教育委員会とも連携してまいりたいと思いま

す。 

  次に、衛生委員会についてですが、令和７年３

月定例会において、教育長答弁で「市長部局と教

育委員会の衛生委員会は合同で開催している」と

答弁させていただきましたが、こちらについては、

米沢市職員衛生委員会と米沢市教育委員会職員

衛生委員会の２つの会がそれぞれに存在し、議題

の共通性から、会議の場を合わせて開催している

ものでございます。共通の話題に関して合同開催

とし、個別に検討すべき案件があった場合は、合

同開催の衛生委員会の前後の時間帯で個別に開

催するなどの方法で進めていく運用としており

ます。 

  なお、米沢市教育委員会職員衛生委員会では、
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実質は文化センター内で勤務する職員を対象と

しておりますので、本衛生委員会においては学校

現場内での案件は取り扱っていないところです。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、３、よねざわ

結婚支援センターの強化策についてお答えいた

します。 

  初めに、（１）現状の運用評価と課題について

でありますが、よねざわ結婚支援センターは、地

域全体で結婚を希望する方を支援する総合的な

結婚支援窓口として、令和７年度に開設し、６月

から登録受付を開始いたしました。 

  センターでは、有資格者の婚活カウンセラーが

常時結婚相談を受け付け、登録者の状況に応じて、

山形県マッチングシステムであるＡｉナビやま

がたや結婚相談所、市が提供するお見合いコーデ

ィネートサービス、各種婚活イベントの情報提供

などを紹介するとともに、民間事業者・団体であ

るよねざわ結婚応援サポーターが行う婚活イベ

ント等の実施支援を行っています。 

  センターの登録特典として、やまがたハッピー

サポートセンターへの登録料や、民間結婚相談所

への入会料の半額程度を補助するクーポンを発

行するとともに、センター登録証を提示すること

で、よねざわ結婚応援サポーターから様々な特典

が受けられるサービスを提供しています。 

  令和７年11月末時点で、男性24名、女性18名の

計42名がセンターへ登録しており、婚活カウンセ

ラーへの相談は18件ございました。センターの婚

活支援事業補助金を活用し、よねざわ結婚応援サ

ポーターの民間企業等が実施する婚活イベント

は、これまで５件開催され、延べ78名の独身男女

が参加しており、12月にはさらに２件のイベント

を予定しています。 

  婚活イベントと称しておりますが、その前段と

なる独身男女の出会いや交流を目的としたイベ

ントであるため、すぐさまマッチング件数は集計

しておりません。また、本市お見合いコーディネ

ーターが行ったお見合いは４組成立しておりま

す。今のところ、成婚に至ったケースはございま

せん。 

  センター登録者数は、本年度の目標としていた

50件に間もなく到達する見込みでありますが、若

者への働きかけと市民の認知度向上を課題とし

て捉えております。 

  若者は、結婚したいという気持ちがあっても、

煩わしさや気恥ずかしさから、なかなか行動でき

ない傾向があります。気軽に登録いただけるよう

電子申請を導入し、プライバシー配慮やオンライ

ン対応を行うほか、インスタグラムを活用した情

報発信をするなど様々な工夫をしておりますが、

婚活することは特別でないことや、行政ならでは

の安心感を打ち出しながら、登録してみようと考

えていただけるような取組を進めていく必要が

あると考えております。 

  今後は、市政情報モニターでのＰＲや市広報特

集への掲載、若者が集まりやすい場所へのチラシ

掲示、市内企業等を通じた働きかけなどを検討し

ております。 

  次に、（２）仲人のボランティア制度の導入検

討についてでありますが、本市においても、本年

度から公式登録仲人であるよねざわお見合いコ

ーディネーターによるお見合いサービスを提供

しております。これは、市から委嘱を受けた５名

のお見合いコーディネーターが、センターに登録

した方の中で、お見合いを希望される方のサポー

トを行うものです。42名のセンター登録者のうち、

男性９名、女性６名の計15名の方が、当お見合い

コーディネートサービスに登録されております。 

  本サービスについては、先ほど申し上げたとお

り、お見合いが成立したケースは４件ございます。

お見合いは、アプリのような手軽さはありません

が、結婚を前提に安心感を持って出会える機会で

あること、仲人であるお見合いコーディネーター
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の伴走支援を受けられることから、有効な婚活支

援であると考えております。 

  お見合いならではのよさをＰＲしながら、今後

もサービスに登録する方を増やしていくととも

に、置賜地域内の他市町の仲人や、山形県の公認

仲人であるやまがた縁結び隊とも連携し、より幅

広い出会いの機会を提供できるように努めてま

いります。 

  次に、（３）結婚から子育てまで、地域で支え

る伴走支援についてでありますが、よねざわ結婚

支援センターでは、結婚した方の生活支援もして

おり、一定の要件を満たした新婚夫婦の住居に関

する費用を対象に、最大60万円の補助金を支給し

ており、年間30から40件ほどの採択をしておりま

す。 

  さらに、結婚後の出産・子育てを見据えて、フ

ァイナンシャルプランナーによるライフプラン

ニングセミナーを実施するなど、結婚したい方、

する方が幅広く相談できる総合窓口としての機

能も備えております。 

  地域との連携については、よねざわ結婚応援サ

ポーターとして登録いただいた15の事業者・団体

や、山形県の結婚支援組織と共に、地域全体で結

婚の機運づくりや結婚したい若者の支援に取り

組んでおります。 

  本市の婚姻届受理件数の推移を見ると、コロナ

禍以降、年々減少が見られ、令和６年度は211件

の過去最低となりました。令和７年度については

10月末時点で138件となっており、昨年度の115件

と比較すると増加に転じております。本市が目指

す地域全体での結婚の機運づくりの効果が徐々

に現れているものと期待しているところです。 

  令和８年度からの本市まちづくり総合計画にお

いても、前期重点プロジェクトの一つ、「育み、

学びたい！「ひと」プロジェクト」の中で、結婚・

子育てを応援する環境づくりとして、関係課が重

点的・分野横断的に取り組むこととしております。 

  今後も、結婚・子育てを応援する環境づくりに

向け、関係課と協力することはもちろん、お見合

いコーディネーター、結婚応援サポーター等とも

幅広く連携し、地域全体での支援を強化してまい

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） どうも御丁寧な御答弁、

いつもながら本当にありがとうございます。若干

時間が経過してしまいましたので、どこまで肉づ

けできるような再質問ができるか少し自信あり

ませんけれども、許された時間に対応させていた

だきたいと思います。順を追ってお願いいたしま

す。 

  不登校児の関係なのですけれども、令和５年度

の一つの統計ということについては34万6,482人、

これは小中学校を合わせてという形になってい

るようでございます。うち小学生が13万370人、

前年比で言えば大幅増という形になって、ここ数

年、倍増しているという実態が全国的にあるそう

です。 

  そこで私、今回、米沢の旧ガイダンス教室を訪

問させていただきながら、一体どういうことが実

効的に我々としてできるのかということと、児童

発達支援センターのほうの取組とどのようにリ

ンクしているのかという話も含めてさせていた

だきました。 

  と申しますのも、御答弁の中にもあったように、

北海道大学、私３年前に発達障がいの関係でいう

いわゆる不登校因子、こちらのほうの質問をさせ

ていただいたときに、北海道大学のそういった政

府系のアンケートであったわけなのですけれど

も、調べについて披瀝申し上げまして、その中で、

いわゆる発達障がいがある、そういう因子を持ち

合わせる子供たちのうち、不登校に陥っている子

供たちのうちという言い方のほうが正しいかと

思いますけれども、半数以上がそういう因子を持

ち合わせていたという報告があったもので、では

米沢的にはどういう対応をするのですかと。 
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  当時、改正発達障害者支援法などもあって、い

ろいろと重厚な支援体制ということも言い始め

て久しかったかもしれませんけれども、そういっ

た意味では、非常に健康福祉部の関係としても不

登校に対する思い入れというものが、私、勝手な

判断でしたけれども、あったのだろうということ

で、12月の一般質問でさせていただいた次の年、

米沢市児童発達支援センターということでスタ

ートするという御答弁をいただいたこともあっ

たもので、どの程度対応されているかということ

は非常に、実は関心事でございました。 

  ただ、おっしゃるように、なかなか学校側とい

いますか、そういう教育委員会側と健康福祉部と

の対応ということについては、御答弁にもあった

ように年２回ほどある。それと、都度いろいろな

お話もしているよというお話だったのですけれ

ども、もう少し、低学年化が進んでいる、低年齢

化が進んでいるということになった場合に、就学

前から就学後にかけて連携があってしかるべき

ではないかと思っておるのですけれども、その辺

のところは健康福祉部としてはどのようにお考

えでいらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 健康福祉部としても、

そういう連携というのは非常に重要なことと捉

えております。特に、障がいをお持ちのお子さん

につきましては、早期発見、早期治療、また、そ

れを連携してつなげていくというところも非常

に必要なところになっていると考えております

ので、今後ますます健診、５歳児健診なども導入

されることも考えられることから、そういうとこ

ろは重要な位置づけになるかと思っております。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ありがとうございます。

その辺のところは保護者の方々とも十分に連携

する中で御協力をいただく、それから御周知する

中でも、気を使った周知ということについては大

変なことかなと思いますけれども、先ほど小学校

での低年齢化によるその対応の一つとして、学校

内に教育支援センター的なものを置いたらいか

がですかというお話をさせていただきました。御

答弁の中身については、適応指導補助員という形

も含めて対応されているのでというお話であり

ましたけれども、不登校に対する指導員と適応指

導補助員というジャンルでは少し違いがあり過

ぎるのではないでしょうか、いかがですか。その

辺、同じような対応ができるということでよろし

かったでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 先ほど教育長が述べまし

たように、小学校内で校内教育支援センター機能

を設けている学校というものが実際にはありま

して、そちらにおいても、小学校ですので適応指

導補助員が配置されていたりということはあり

ます。 

  実際に、適応指導補助員、毎月ミーティングを

しておりまして、そういったところの研修なども

進めておりますので、各学校の実情に応じてそれ

を運用していくような形で今取り組んでいると

ころであります。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 先生方のお話をお聞きす

れば、十分な対応をしているというお話かもしれ

ませんけれども、各学校に全てあるわけではない

ですよね。そういう指導する場所。こういったこ

とについては具体的にはいかがですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 学校規模ですとか各学校

の状況も違うということから、校内教育支援セン

ターを設置している学校もあれば、各教室のほう

に支援員が入って支援をしているというパター

ンもあればというふうに、２つに分かれていると

思います。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） それは学校規模、あくま

でも学校規模であり、ニーズは規模にあまり関係
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ないと思うのですけれども、したがって私申し上

げたことは、各学校の一室にそれがあって何でい

けないのかなということをお聞きしたいのです

けれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 先ほどからも申し上げて

いるとおり、各学校の実情に応じて、その設置に

ついては判断しているというところでございま

す。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） その実情というものが非

常に即したものであって、間違いのないことであ

ることだと思います。先生方の長年のそういう経

験で、そうやって見ていらっしゃる。この学校に

はまだそういう心配はないなというような。でも、

そういうことに対応し得る一つの場所について

の保障はしておくべきだろうと。 

  今のお話を聞くと、何か学校長が決定するみた

いな、これ状況によってつくりましょうという話

になるのかという感じがしたものですから、それ

は制度として、そういう子供たちがいる、出る、

出そうだということも含めて考えたときに、この

学校に必要だ、制度化しておこうということを一

元的にやっていただけないものでしょうか。いか

がでしょう。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 各学校の状況、何度も申

し上げておりますけれども、状況によって異なる

ところでございますので、それに合わせた形で運

用しているというところでございます。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 何回言ってもそのような

御回答だとすればあれなのですけれども、とにか

く制度として対応することと、実情に合ったとい

うことは非常に耳触りがいい言葉ではあるので

すけれども、少し違うと思うのです。今後こうい

ったことが低年齢化している、子供たちが苦しむ

ことのないように各学校でも、そして、いわゆる

ガイダンス教室との連携も含めて対応できるよ

うに、ぜひそういう体制を少し考えていただきた

い。 

  あわせて、教育長からありましたけれども、上

山きらり学園的な中身に、ずっと流れとして、方

向性として行けるように少し考えていただきた

いと要望させていただきたいと思います。 

  さて、学校の先生の話です。何か少しおこがま

しいことを質問して大変申し訳ないのですけれ

ども、これある方から言われたのです。学校の管

理者の方でいらっしゃいます。学校長ですね。若

い学校の先生が、自分たちが、教育長も部長も御

経験あろうかと思いますけれども、若い頃はわく

わくして学校に行ったと。楽しくてしようがなか

ったと。いいことばかりではないでしょうけれど

も、そういう思いがあるのですが、最近の若い

方々はどうも面白くない、つまらないという先生

がおられるということも含めてお聞きしたとこ

ろでございます。 

  何でかなと考えると、演壇でも申し上げました

とおり、コロナ禍以降の様々な地域関係との接点

が失われた。それで非常に先生方を孤立させるよ

うな状況が広がっていると。ここ何日か、日本人

の寛容性について様々他の議員からも出ており

ましたけれども、寛容性すなわちそれが長じて、

非常に逆に同調圧力を生むということについて

は、これはやはりあろうと、そういうこともあろ

うかと思いますけれども、実際そういうことが起

こっているとすれば、これは非常に問題だという

ことも含めて御提起させていただいた次第です。 

  しかし、我々としてどのようにそこをしていく

かという問題なのですけれども、そこで少し持ち

出した――持ち出したというのは変ですけれど

も、話の取っかかりとさせていただいたのが安全

衛生委員会です。 

  教育長おっしゃったように、ストレスチェック、

これ小規模校もやるようになりましたよね。前は

努力目標というか除外特例措置で、あまりする必
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要がなかったと聞いています。今度、これは総務

部長からもお聞きしたいのですけれども、いわゆ

る労働安全衛生法が変わって、50人以下の小規模

校であっても、安全衛生委員会による安全パトロ

ールであったり、それから先ほど来申し上げたス

トレスチェック、こちらも含めて対応するように

という、これ法の改定ありませんでしたか。いか

がでしょう。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 申し訳ありません、その改正

については認識しておりません。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ストレスチェックの関係

についてはいかがですか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 ストレスチェックについては、

努力義務ということが外れたということで認識

しております。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 労働安全衛生法第66条の

10の規定ですよね、ストレスチェック。心理的な

負担をちゃんと測りなさいということ。これも含

めて労働安全衛生法は変わったのではないです

かというのが、私間違っていたらごめんなさい。

一応そこは今年の７月ですか、今年に一部改正す

るということで対応されているし、目標とすれば

３年以内、全てこれを対応するのだということに

なっていたと私記憶しているのです。ここで確認

できないものだとすれば、後で御説明いただきた

いと思いますけれども、それを待たずしても、や

はり職場のいわゆるストレスチェックは当然学

校現場では今やっているというお話ですから、き

ちっとやっていただきたいし、それによって安全

パトロールも含めて学校現場でやられていない。 

  それといま一つ、先ほど教育長おっしゃいまし

たけれども、カスタマーハラスメントについては

明確な規定を持っていないというお話だったで

はないですか。私聞いたときは、市長部局のほう

のカスタマーハラスメントに準じるというお話

だったと思います。だから、私の質問としては、

どういうふうな、どこまでの範囲、つまり父兄や

そういう方々から言われてもそれはカスタマー

ハラスメントなのですねという聞き方です。私の

聞き方は。その辺いかがですか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 先ほど壇上でも申し上げまし

たとおり、学校内で起こる例えば保護者からの相

談については、本市マニュアルを適用できるもの

ではないと考えてございます。あくまで事務局職

員の職場環境ということで対応できるのではな

いかと考えてございます。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） では、教育指導部長にお

伺いしますけれども、教育指導部長はどういうお

考えですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 現在のところ、カスタマ

ーハラスメントについての定義ですとか、そうい

ったものについて定めていないというところで

はありますけれども、議員おっしゃるとおり、学

校、あと教職員を守っていくということからする

と、そういったものはやはり必要だろうなと思っ

ております。ですので、実際に都道府県や市町村

の学校、もしくは教育委員会で設定しているとこ

ろがありますので、ぜひ前向きに研究をしてまい

りたいと考えているところでございます。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ぜひその辺のところは早

急に御対応いただきながら、最前面で頑張ってい

らっしゃる学校の先生方、子供たちのために一生

懸命やっていらっしゃる学校の先生方です。いわ

れのない様々な誹謗中傷も含めて、最近怖いです

から。ＳＮＳの力もありますし、そういった意味

では、本当に真面目に、早めに対応していただき

たいと申し上げておきます。 

  いずれにいたしましても、何か山形県の新人教
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育ということについて言うと、非常にいいのです。

新人の負担を減らしながら結構うまくやりたい

というお話だったようですけれども、一定程度、

成功事例なんか見ますと、例えば東京なんかの場

合は伴走で育てる、仕事を減らすのではなくてと

にかく伴走して、いわゆる古いメンターの方と一

緒になって仕事をこなしていくということのほ

うが、少し実効性があるのかなと思いまして、そ

の辺のところもぜひ検討していただければと思

いました。 

  最後になりますけれども、時間がありませんの

で感想だけ述べさせていただきますと、非常に三

木市の対応はすばらしかったと。包括支援センタ

ーなのですけれども。 

○島軒純一議長 発言をおやめください。 

  以上で８番影澤政夫議員の一般質問を終了し、

暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時２０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時３０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、人口減少対策～若者に選ばれるまちづく

りについて～外１点、18番我妻德雄議員。 

  〔１８番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○１８番（我妻德雄議員） お疲れさまです。本日

の最後の質問者になりました市民平和クラブの

我妻德雄です。 

  人口問題や子育て支援、あるいは若者支援など

について、この定例会の一般質問で多くの同僚議

員から取り上げられています。重複する部分も多

くあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと

思います。 

  なぜ、これほどこの12月定例会に人口減少や若

者支援に質問が集中したのでしょうか。それは、

今、米沢市の人口が減少し続け、そして若者が米

沢市から都会へ流出している、そのスピードが増

している。そのことに対して、多くの市民や、そ

して議員も非常に心配をしている。そうしたこと

の現れがこの一般質問の数になっているのでは

ないでしょうか。そのことを当局も肝に銘じて答

弁をいただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

  大項目の初めに、人口減少対策、若者に選ばれ

るまちづくりについて質問します。 

  本市の人口は、平成７年の９万5,592人から減少

し続け、推計人口は今年の10月末で７万5,689人

となっています。転出者数と転入者数を比較した

社会動態を見ると、転出者数が転入者数を上回る

社会減が続いています。ただ、令和元年から令和

４年にかけて転出超過数が減少し、社会減が抑制

されました。これは、新型コロナウイルス感染症

の拡大による転出の抑制が影響していると考え

られます。令和５年にコロナ禍の移動制限が解除

され、大幅な転出超過となりました。 

  人口減少は、静かな危機とも言われています。

経済や社会保障の持続可能性だけでなく、地域の

文化やコミュニティーの存続にも直結する大き

な問題でもあります。国、自治体、企業、市民が

一体となった総合的な対応が求められます。 

  さて、市民平和クラブでは、先頃、兵庫県の相

生市の「あいおいが暮らしやすい11の鍵（ＫＥ

Ｙ）」事業の視察を行いました。事業内容につい

ては後ほど話をさせていただきますが、この11の

鍵（ＫＥＹ）のネーミングのセンスと、事業を魅

力的に見せる必要性を強く感じ、皆さんに御紹介

すべく本日の質問といたしました。 

  初めに、人口減少の要因はについてお伺いしま

す。 

  先ほども申しましたように、コロナ禍以外は人

口の減少が続いています。この間、本市において

も様々な人口減少対策を実施してきました。子供
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の医療費無償化の段階的引上げや、米沢市創業支

援事業費補助金、米沢市住宅リフォーム支援事業

費補助金、直近では学校給食の無償化や米沢市移

住支援事業費補助金など、他自治体と同等か、そ

れ以上の取組を行ってきました。しかし、人口の

減少は続いています。本市の人口減少の要因をど

のように分析しているでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

  次に、本市へのＵターン率はについて伺います。 

  先ほども述べましたが、本市は転出者数が転入

者数を上回る社会減が続いています。一度本市を

離れ都市圏などに移り住んだ人でも、再び生まれ

育った地域に戻ってくる方も多いのではないで

しょうか。私の周りにも、「地元を離れたことで、

本市の自然環境のすばらしさ、暮らしやすさを再

確認した」と、Ｕターンで戻ってこられた方も多

くいます。本市を離れた人が、また本市に戻るＵ

ターン率はどのようになっているでしょうか、お

尋ねいたします。 

  次に、若者に選ばれるまちにするために、何が

不足し、何が必要と考えているかについてお尋ね

します。 

  戻りたいが仕事がないという声が多く、仕事が

ないことがＵターンの阻害要因となっているこ

とは否めません。生活の糧の問題は大きいと考え

られます。しかし、Ｕターンが少ない要因はそれ

だけではないのではないでしょうか。 

  働き先が少ない沖縄県は、Ｕターンする若者の

割合が69％と、全国平均の42.4％を大きく上回っ

ています。そして、経済指標が高いと言えない北

海道や宮崎県もＵターン率が高いようです。本市

は若者に選ばれるまちにするために、何が不足し、

何が必要と考えているでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

  次に、若者に選ばれる広報戦略についてお伺い

します。 

  市民平和クラブで視察した兵庫県の相生市の取

組ですが、あつまれ新婚さん新生活応援金支給事

業、住宅取得奨励金交付事業、妊婦と子育て家庭

のためのオンライン医療相談事業、妊活カップル

応援事業、妊婦のための支援給付金事業、乳幼児

等・こども医療費助成事業、３歳児保育事業、市

立幼稚園預かり保育事業、給食費無料化事業、相

生っ子学び塾事業、ワンピース・イングリッシュ

事業の11事業を、定住促進関連事業「11の鍵（Ｋ

ＥＹ）」として、市内外へ相生市の若者支援をＰ

Ｒしています。 

  担当課は、定住促進室、子育て元気課、市民課、

管理課、学校教育課、生涯学習課となり、各課が

横断的に連絡を取り合いながら「11の鍵（ＫＥ

Ｙ）」を進めています。 

  相生市のホームページの「子育て応援都市宣言」

をクリックすると、「あいおいが暮らしやすい11

の鍵（ＫＥＹ）」が一目で分かるような形で、全

体がすぐに探せるつくりになっています。 

  本市においても、それぞれに子育て支援や定住

促進、空き家利活用などの事業を実施しています。

相生市では各課それぞれに実施している事業を

部・課を越えて横断的にまとめ、11の事業をパッ

ケージとして、そして魅力的なネーミングでＰＲ

しています。この発想が大事だと強く感じました。 

  相生市では、定住施策開始以降、人口の微減は

続いていますが、社会減が大幅に減少し、施策に

効果があったとしています。 

  本市は、若者に選ばれるような広報戦略をどの

ように行っているでしょうか。行っている場合は

どのような広報戦略でしょうか、お尋ねいたしま

す。 

  大項目の２点目に、各種インフラの老朽化によ

る対応等について質問いたします。 

  生活を支えている道路や上下水道などの社会イ

ンフラの多くは、高度経済成長期を機に整備され

たものです。完成から50年以上が経過し、金属の

腐食やコンクリートのひび割れなど、経年や環境

の影響で劣化が確実に進んでいると考えられま

す。こうしたインフラが劣化に耐え切れず崩壊し
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てしまえば、人命を失う重大事故や生活に支障を

来す大問題に発展しかねません。老朽化するイン

フラを戦略的に維持管理・更新することが求めら

れます。 

  初めに、舗装道路の老朽化対策について伺いま

す。 

  道路の老朽化対策は、限られた予算など様々な

制約がある中で、道路構造物の効率的な維持管理

が求められてきました。本市は降雪が多く、積雪

やそれに伴う凍結融解剤の散布、冬季の雨や寒暖

差による雪の融解でアスファルトの凍上が繰り

返され、舗装の劣化が進行しています。 

  既存の舗装の表面を削り新しい舗装を重ねるオ

ーバーレイ工法や、路盤までも補修が必要な大規

模な修繕を行わざるを得ない箇所も見受けられ

るようになってきました。舗装の老朽化を見据え

た長寿命化対策が必要です。その対策をどのよう

に考えているのでしょうか、お尋ねいたします。 

  次に、米沢市橋梁長寿命化修繕計画について伺

います。 

  本市は、市道に架かる302橋の橋梁を管理してい

ます。平成25年度に米沢市橋梁長寿命化修繕計画

を策定し、令和４年度に計画を更新しました。老

朽化の目安となる架設後50年を経過する橋梁が

今後急速に増加してきます。 

  改定された米沢市橋梁長寿命化修繕計画により

ますと、現時点で、架設後50年が経過した橋梁が

36％、20年後には、目安となる50年を経過した橋

梁が80％にも達すると記されています。将来に向

けて、架け替え等も念頭に置きながらの対策が必

要と考えられます。本市の見解をお聞かせくださ

い。 

  次に、水道施設の老朽化対策について伺います。 

  米沢市新水道事業ビジョン（中間見直し）では、

「高度経済成長期に整備した水道施設の老朽化

が進み、事故や漏水のリスクが高まることが予想

されます。それを防ぐためにも、今後は、長寿命

化を図りながら、計画的な更新を行う必要があり

ます」と記しています。 

  まず、法定耐用年数の40年を超過している水道

管の割合はどのくらいでしょうか、お尋ねいたし

ます。また、老朽化の把握はどのようにしている

のでしょうか。そして、計画的な更新とはどのよ

うに進めているのでしょうか。さらに、本市は、

水道施設の長寿命化計画を持ち合わせているで

しょうか、お尋ねいたします。 

  最後に、下水道施設の老朽化対策について伺い

ます。 

  先日の産業建設常任委員会及び市政協議会に、

国からの要請があった管径２メートル以上、かつ、

平成６年度以前に設置、改築された管路の調査報

告がありました。国が示している調査実施フロー

に基づき７か所を調査した結果、原則１年以内に

対策を実施する必要がある箇所が４か所、応急処

置を実施した上で、５年以内に対策を講じる箇所

が２か所との報告でした。７か所の調査で６か所

に異常があったということになります。 

  この結果から、下水道管の大小はあると思いま

すが、調査実施以外の下水道管にも異常が生じて

いるのではないかとの懸念があります。下水道は、

水道、電気、ガスなどとは異なり、代替手段が極

めて少ないため、もし機能が停止してしまうと、

公衆衛生や交通障害だけでなく、日常生活や社会

活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 

  そこで改めてお聞きします。下水道管等の老朽

化の把握はどのようにしているのでしょうか。そ

して、下水道管等の長寿命化計画を持ち合わせて

いるのでしょうか、お尋ねいたします。 

  以上で演壇からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、人口減少対策、

若者に選ばれるまちづくりについてお答えいた

します。 

  初めに、（１）人口減少の要因についてですが、

令和６年に人口ビジョンを改定した際に、国勢調
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査や近年の人口動態データを詳細に分析した結

果、本市の人口減少の主な要因は、若年層の人口

流出、未婚化・晩婚化の進行、そして出生数の減

少の３つであると考えております。 

  まず、若年層の人口の流出の状況については、

国勢調査の結果として、平成22年に15から19歳の

階層が、10年後の令和２年に25から29歳の階層と

なるその10年間に、人数が男女ともに大幅に減少

している状況にあります。 

  次に、未婚化の進行について申し上げますと、

令和２年国勢調査結果のデータでは、50歳時の未

婚率が平成２年と比較して大幅に増加しており、

30歳から34歳の未婚率は特に女性が大きく上昇

していることが示されています。加えて、男女間

で未婚者数に不均衡が生じている状況です。さら

に、平均初婚年齢も上昇するなど、晩婚化も進ん

でおります。 

  こうした結婚等に関する状況の変化が出生数の

減少に大きく影響していると考えております。人

口ビジョンの分析結果では、出生数の減少が20年、

30年後には親となる世代自体の減少を招き、さら

に出生数が減るという連鎖を引き起こす可能性

が示されています。これらの要因が複合的に作用

し、本市の人口減少が進んでいるものと捉えてい

ます。 

  続いて、（２）本市のＵターン率についてお答

えいたします。 

  本市では市独自の数値は持ち合わせておりませ

んが、国立社会保障・人口問題研究所の2023年社

会保障・人口問題基本調査「第９回人口移動調査」

において、都道府県別のＵターン者の割合が示さ

れておりますので、こちらを御紹介いたします。 

  当調査では、回答者の出生都道府県別に、県外

移動歴の有無を調査し、さらに、県外移動歴があ

る人のうち、現時点で出生都道府県内に住む人を

Ｕターン者と定義し、県外移動経験者に占めるＵ

ターン者の割合を算出しています。仮にこれをＵ

ターン率と定義した場合、山形県のＵターン率は

41.2％となっており、全国平均である42.4％を少

し下回っております。 

  続いて、（３）若者に選ばれるまちにするため

に、何が不足し、必要と考えているかについてお

答えいたします。 

  本市は、市内に５つの高校と３つの大学を有す

る東北でも有数の学園都市でありますことから、

大学入学の19歳は男女ともに転入超過でありま

すが、高校卒業の18歳、大学及び大学院を卒業す

る22歳、24歳に加え、短大を卒業する世代に当た

る20歳の女性が転出超過となっております。 

  そのような中、本市の高校、大学等を卒業した

若者が市外へ流出し戻っていないことは大きな

課題であり、人口減少対策として取り組む重要な

課題と認識しております。 

  令和６年に実施した「米沢市新総合計画の策定

に向けたアンケート調査」では、高校生、大学生

に、本市への継続居住意向とその理由を調査して

おりますが、転居したい理由としては、主に、仕

事、学校、家庭の事情、交通の便が悪い、通勤・

通学に不便、買物や生活に不便等が、住み続けた

い理由としては、自然環境に恵まれているや治安

がよいことなどが挙げられています。 

  また、本市から転出した22歳以上50歳未満の方

を対象に、令和５年に実施した「米沢市への愛着、

Ｕターンに関する転出者アンケート調査」では、

転出者のＵターン意向は11.8％と低く、また、米

沢市で暮らす場合、生活する環境で不安なことと

して、降雪量の多さ、買物・娯楽施設の少なさ、

公共交通機関が不便であることが挙げられてい

ます。 

  一方で、本市と転出先を比較した場合、本市の

ほうがよい点として、自然環境や治安のよさ、地

域コミュニティーや地域の連帯感が挙げられて

います。 

  このことから、若者に選ばれるまちとするため

には、通勤・通学が可能な範囲に、魅力的な進学・

就職先の選択肢を増やすだけでなく、雪対策や公
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共交通機関の整備など若者が住みやすい環境を

整備し、さらには、自然環境や治安のよさ、地域

コミュニティーや地域の連帯感といった本市が

持つ魅力を発信し、磨いていくことが重要と考え

ております。 

  本市では、若者の定着促進に向け、大学生を対

象にしたインターンシップや、中高校生が学校で

地元企業の仕事内容を体験する事業など、人材確

保定着に向けた事業を展開しております。 

  また、地域貢献意欲がある市内高校３年生向け

の返還不要の奨学金「山祥奨学金」を創設したほ

か、市内就職を希望する学生と、本市へのＵター

ンを希望する社会人を対象に、奨学金返還支援事

業も行っております。 

  さらに、若者にとって住みやすいまちを実現す

るため、雪対策の強化、地域公共交通の利便性向

上にも取り組んでおります。また、学園都市推進

協議会事業を通じたホームタウン化の推進など、

本市に住む若者が、地域への愛着を高める取組も

実施しています。 

  今後も、本市の魅力を高める取組を総合的に推

進し、若者から選ばれる米沢を目指してまいりま

す。 

  続きまして、（４）若者に選ばれる広報戦略に

ついてお答えいたします。 

  12月定例会に議案として提出している新まちづ

くり総合計画においては、本市の魅力をデジタル

マーケティングの手法を用いて効果的に発信す

ること、また、広報誌、ホームページ、各種ウェ

ブサイト、ＳＮＳ等の多様な手段を活用し、行政

情報を広く分かりやすく発信することに取り組

むこととしております。 

  既に取り組んでいるものとして、行政情報発信

は、各課が担当業務をそれぞれの事業目的に応じ

て発信していたところ、昨年度から、情報発信ガ

イドラインを整備し、デジタルツールを活用した

情報発信に関する職員向け研修を継続して行い、

情報発信力の強化に努めているところです。 

  若者は、ＳＮＳ等のいわゆるプッシュ型メディ

アの活用が多いことから、デジタルマーケティン

グの手法が効果的と考えており、その取組として、

シティプロモーション事業がございます。主に市

外在住の20代から30代の若年層をターゲットに、

「好きなこと、思いっきり米沢」というキャッチ

コピーを通じて、選ばれるまちとしての魅力発信

に取り組んでおります。具体的には、シティプロ

モーションサイトやインスタグラムなどのＳＮ

Ｓを連動させた情報発信を行っております。 

  御紹介のありました相生市の「11の鍵（ＫＥＹ）」

の取組については、子育て応援都市宣言を市内外

に情報発信するツールとして、部署を横断する11

の事業を一つのパッケージにまとめ、分かりやす

いネーミングでターゲット層に効果的に情報を

伝える優れた事例であると認識しております。 

  今後は、相生市をはじめとする先進都市の事例

を参考に、関係部署との連携を図りながら、本市

の施策がより分かりやすく、魅力的に伝わる効果

的な情報発信に取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

  〔石川隆志建設部長登壇〕 

○石川隆志建設部長 私からは、２の各種インフラ

の老朽化による対応等についてのうち、（１）舗

装道路等の老朽化対策についてと、（２）米沢市

橋梁長寿命化修繕計画についてお答えいたしま

す。 

  初めに、舗装道路等の老朽化対策についてであ

りますが、現状の市道の舗装状態につきましては、

高度経済成長期に集中的に整備された道路が一

斉に改修時期を迎えていることに加え、交通量の

増加、近年の低温の影響や、融雪期の凍結融解作

用によるクラック、穴などの舗装の劣化の促進、

さらには、昨冬のような大雪による道路除雪など

の影響で、路面損傷が進行してきている路線が

年々増加している状況であります。 

  こうした状況を踏まえ、限られた予算の中で効
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率的・効果的な舗装補修を行うため、特に舗装補

修の優先度が高い、災害時において避難・救助を

はじめ、物資供給などの応急活動のために重要と

なる緊急輸送道路や、交通量の多い路線を選定し

策定した「主要道路の中期的舗装補修計画」に基

づき、計画的な道路の長寿命化を目標としている

ところです。 

  これまでの取組としましては、緊急自然災害防

止対策事業債、いわゆる緊自債を活用し、既存の

アスファルト層を削り、新しい舗装を重ねる切削

オーバーレイ工法や、既存の舗装を撤去し新しい

舗装を行う打換工法などの、主に表層アスファル

ト舗装を対象とした舗装補修を進めてまいりま

したが、令和７年度より緊自債の要件が拡充され、

凍上災害の予防・拡大防止対策として、路盤改良

を伴う大規模な舗装補修が緊自債の対象となっ

たことや、建設業協会などの関係団体から、市道

の舗装破損箇所について独自調査の資料を頂き、

現場の実情を踏まえた計画的補修の必要性につ

いての要望もあることから、路線補修の対象路線

や、補修工法を見直した新たな「主要道路の中期

的舗装補修計画」を策定し、より実効性の高い、

舗装道路の老朽化対策に取り組んでまいりたい

と考えております。 

  さらに、今年度は、水道工事と併せて舗装補修

工事を発注し、水道工事による車道幅員の半分の

舗装復旧と、土木課別途発注の舗装補修工事で残

りの半分の幅員を施工することで、工事費の削減

と補修の効率化が図られるなど、効果的な予算執

行に努めたところで、引き続き関係課と協議しな

がら、工事費の縮減と補修の効率化を進めてまい

ります。 

  舗装道路の長寿命化は、パッチングなどの道路

維持補修費の抑制が図られるとともに、未然に管

理瑕疵を防ぎ、安全・安心な道路空間を確保する

上で重要であると考えておりますので、今後も有

利な財源を最大限活用しながら、継続的な予算確

保に努め、持続可能な道路管理体制の構築を進め

てまいりたいと考えております。 

  次に、米沢市橋梁長寿命化修繕計画についてで

ありますが、現在、本市が管理する市道橋301橋、

修繕計画は令和５年度時点なので302橋となって

おりますが、今後、一般的に老朽化の目安となる

架設後50年を経過する橋梁数は164橋で、全体橋

梁数の54％となっており、20年後にはさらに90橋

増加し、全体橋梁数の84％が橋齢50年以上を経過

する見込みとなっております。 

  このように、老朽化する橋梁が急速に増加して

いくため、従来の壊れてから直す対症療法型管理

では、近い将来生じる大きな財政負担に対応でき

ず、道路利用者へ安全・安心なサービスを提供す

ることが困難となることが予想されることから、

老朽化対策に必要となる予算の平準化やコスト

削減を実現するため、米沢市橋梁長寿命化修繕計

画を策定し、管理する全橋梁について５年に一度

の定期点検を行い、その点検結果に基づき、年次

計画で老朽化対策を進めているところでありま

す。 

  これまで、定期点検の結果、補修してきた橋梁

数は19橋となりますが、令和６年度末時点で、優

先的に補修を行わなければならない橋梁数は18

橋あり、今後の補修計画としましては、芳泉町と

通町地区内の最上川（松川）に架かる新大橋につ

いて、令和７年度から４か年の年次計画で重点的

に補修を行っていく計画としております。 

  今後、架設後50年を経過する橋梁が増大してい

く状況の中、国の方針を踏まえた今後の長寿命化

対策としましては、小規模な橋梁は補修のタイミ

ングに合わせてボックスカルバート化を図り、橋

梁数を削減できないか検討を行うとともに、定期

点検方法や橋梁の補修工法、補修資材について新

技術の活用を検討し、コスト削減に努めていきた

いと考えております。 

  また、架け替えの方針につきましては、将来的

に一斉に架け替えとならないよう、これまでどお

り劣化が進行する前に補修を実施しながら、でき
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る限り橋梁を長持ちさせていくことで架け替え

の時期をずらしていき、利用状況や重要度の高い

橋梁から対応してまいりたいと考えております

が、架け替えを行うには多額の費用を要すること

から、その費用の確保については、補助金の活用

や新たな基金の創設など、国や県から情報収集し、

様々な助言をいただきながら検討してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 安部上下水道部長。 

  〔安部晃市上下水道部長登壇〕 

○安部晃市上下水道部長 私からは、２番の（３）

水道施設の老朽化対策についてと、（４）下水道

施設の老朽化対策についてお答えします。 

  初めに、（３）水道施設の老朽化対策でござい

ますが、まず、法定耐用年数を超過している水道

本管の状況につきましては、令和６年度末現在で、

水道本管全体の延長505.2キロメートルのうち

99.4キロメートル、率で19.7％を占めています。

今後は、昭和56年度からの第７次拡張事業により

整備した管路が、順次、法定耐用年数に達するた

め、短期間でその割合が増加していく見込みです。 

  管の種類や埋設環境により差はありますが、管

路全体の約90％を占めるダクタイル鋳鉄管の実

際の耐用年数はおおむね60年程度とされており、

法定耐用年数を超えても直ちに使用不能になる

わけではありませんので、実耐用年数を踏まえて

更新計画を進めているところです。 

  次に、老朽化の把握についてですが、主に３つ

の観点から評価を行っています。 

  １つ目は、物理的な劣化状況の確認です。代表

的なものとして漏水調査を実施しており、市内を

東西２つのエリアに分け隔年で調査する方式を

採用し、２年で市内全域を調査しています。現時

点で大きな事故につながるような異常は発見さ

れていませんが、必要に応じて詳細調査を追加す

るなどして、管路の健全性を確認しています。 

  ２つ目は、機能的な劣化状況の分析です。漏水

件数の推移や発生箇所、原因を継続的に分析する

とともに、濁水や水圧低下に関する苦情や通報を

集約・分析して、迅速な対応に反映させています。 

  ３つ目は、情報・データの総合的な活用です。

全ての水道施設について資産台帳を整備し、取得

時期、種類、材質、経過年数などの基礎情報を一

元的に管理しています。これに、先ほど述べまし

た物理的・機能的な劣化の確認と分析や、過去の

修繕・更新履歴を付加し、水道管網図を組み合わ

せ、老朽化が進行している管路や施設の分布を視

覚的に把握しています。 

  次に、老朽管の計画的更新についてですが、ア

セットマネジメントの手法に基づき、漏水リスク

が高い管路を優先して更新しています。具体的に

は、従来の普通鋳鉄管は布設から相当年数が経過

しており、また、材質的にも漏水発生のリスクが

高いため、これらを優先的に毎年更新しているほ

か、漏水が多発している管路につきましても優先

順位を上げて更新しています。 

  最後に、長寿命化計画の有無につきましては、

米沢市公共施設等総合管理計画の個別施設計画

におけるアセットマネジメントの枠組みの中で、

施設の長寿命化と機能維持、そして安定供給の確

保に向けた計画的な更新・修繕を推進しています。

こうした予防的な修繕や効率的な点検、部分的な

改修などを適切に行うことで、施設の機能を維持

するとともに、大規模な更新費用の平準化を図り

ながら、継続的なサービス提供を図ってまいりま

す。 

  次に、（４）の下水道施設の老朽化対策につい

てお答えいたします。 

  まず、下水道施設の老朽化の把握についてです

が、このたび実施しました下水道管路の特別重点

調査以外の老朽化、または腐食のおそれが大きい

管路として考えられるのは、下水道整備初期から

中期にかけて相次いで供用開始された八幡原地

区、中部地区、北部地区のコンクリート製の汚水

管路です。 
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  これらの管路につきましては、令和６年度から

テレビカメラによる調査を順次実施し、その調査

結果を基に、現在、修繕計画を作成しているとこ

ろであり、その他の管路におきましても毎年目視

調査を実施しているところです。今後も、これら

を計画的に実施し、適正な維持管理に努めてまい

ります。 

  次に、下水道施設の長寿命化計画を持ち合わせ

ているかでありますが、まず、下水道施設につい

ては、現在、下水道ストックマネジメント計画に

基づき、米沢浄水管理センター及び中継ポンプ場

の改築工事を実施しており、成島農業集落排水処

理施設におきましては、米沢市最適整備構想に基

づき、令和３年度から処理施設の改築工事を実施

し、翌年度に完了したところであります。 

  汚水管路におきましては、現在、ストックマネ

ジメントの基本計画を策定中であり、令和８年度

に調査予定の耐震診断調査結果と整合を図った

上で、改築シナリオを計画する予定です。 

  また、雨水管路におきましては、令和10年度か

らストックマネジメント計画を策定していきた

いと考えています。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） まず、順番に質問して

いきます。 

  まず、人口流出の関係で（１）の部分ですけれ

ども、米沢市人口ビジョンなどからも分かるよう

に、先ほども答弁もありましたが、若い女性の

方々の人口流出が多くなっているようです。そし

て、男性よりも早い時期から流出されている方が

多いように感じます。この若い女性の方の市外へ

の流出増については、具体的にどんなように分析

しているのでしょうか、お答えいただけますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 先ほど、（１）の人口減

少の要因につきまして３点申し上げました。若年

層の人口流出、未婚化・晩婚化の進行、そして出

生数の減少であります。その中でも未婚化の進行

について申し上げますと、30歳から34歳の未婚率、

これは特に女性が大きく上昇しております。また、

男女間で未婚者数に不均衡が生じておるという

こともありまして、これらが特に女性の影響とい

うか、原因かなと考えております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） それは分かります。そ

うでなくて、人口ビジョンから少し読み解くと、

女性のほうが人口流出率は多いのです。男性より

も。その要因というのは分析していますかとお聞

きしたのです。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 数字については先ほど申

し上げたとおりでありまして、本市におきまして

は学園都市ということでありまして、大学への入

学数は転入超過でありますけれども、短大をはじ

めとして、卒業後、流出というか市外に出るとい

う傾向があるというのは認識をしております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 若年層の流出について

いろいろ原因はあると思うのです。一概に言えな

いというか分析し切れないというか、いろいろな

要因があって若年層の人口が流出していく。先ほ

ど演壇でも御紹介しましたけれども、仕事の量と

いうか質というか、それによってＵターンが多く

あるのか、少なくあるというのはそれほど関係な

いのかもしれません。沖縄の例でいくと、戻って

きて自分でいろいろなことを始めようかという

人が結構いらっしゃったり、北海道もそんな傾向

が強くてＵターン率が多かったりするので、いろ

いろな価値観の問題がそこで出てくるのだとい

うふうに思います。 

  特に若い女性の方たちについては、若手や女性

が活躍している、町に活気やにぎわいがあるなど、

首都圏に在住の人たちのアンケート結果による

と、ソフト面の魅力も結構大事だよということを

話されているようです。本市ではソフト面という
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か、子育てだけでなくていろいろな面で、まちの

魅力創出などのソフト面の魅力づくりというの

は特段何かやっていることはあるのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ソフト面という意味では、

先ほど御紹介いたしました雇用に関することと

して、インターンシップとか人材確保定着の支援

もやっておりますし、あとは、暮らしやすさとい

う意味でいきますと公共交通も充実していると

ころでありますし、雪対策、そういった生活に対

する支援も充実するように努めているところで

あります。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 若年女性、若い人たち

にもう少し魅力的なソフトのやり方は少し御研

究をいただければと思います。 

  そして、米沢市の人口ビジョンでもそれは明ら

かになってきていることなのですけれども、先日、

市民平和クラブで視察した、先ほど影澤議員から

もありましたけれども、兵庫県三木市の縁結び課

のところを視察してきました。そこでは、資料と

して、成婚による効果額として金額を出している

のでした。具体的に言いますと、地方交付税が１

人当たり７万円、総務省の家計調査年表による定

住人口１人当たりの年間消費額を220万円として

計算して、すると人口が１人増えると、この効果

額がこんなふうになるよという算出を私たちに

示してくださいました。１人結婚して子供ができ

て、こういうふうに効果額が経済効果も含めて出

てくるよと。そんなことを本市としては、その効

果額を数字で表すということを少しやってみて

はどうかと思うのですが、いかがなものでしょう

か。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 市まちづくり総合計画で

は、重要目標達成指標として、将来人口と地域幸

福度の２つを設定したところであります。これは、

人口減少を前提として、持続可能で成熟したまち

づくりへ転換を図るということでありますので、

先ほど御紹介いただいた三木市の場合は、人口が

増えたときにどのぐらいの経済効果があるかと

いうことをしたわけでありますが、私どものまち

づくり総合計画の指標の観点から、この体系とか

価値観となじむかという点が一つあると思いま

す。 

  加えて、効果を打ち出すことを誰に対して訴求

するのかということがあると思います。今まで経

済効果でいいますと、費用対効果というか、いわ

ゆる行政評価的なものとして出すのか、移住して

くれた人に対して出すのか、訴求する先によって

もその出す指標というのは変わってくると思い

ますので、これらの観点を踏まえて参考にしたい

と思います。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひ、私たちも数字で

見えてくると、人口が１人減っていくと、ああ経

済規模がこういうふうに縮小していくのだなと

かいろいろなイメージが出てくるので、少し勉強

していただいて調査していただければというふ

うに、この点は要望しておきます。 

  移住のＵターンの関係です。 

  今年７月の朝日新聞の記事では、山形県内の35

市町村、経済団体などでつくるふるさと山形移

住・定住推進センター「くらすべ山形」の相談窓

口を通じた移住者の数が昨年度333人に上り、過

去最高を更新したとの記事がありました。Ｕター

ン者は210名です。 

  ちなみに、移住先に選ばれた市町村は、山形市

が85人、鶴岡市が73人、東根市が25人、酒田市が

24人、新庄市が19人の順だったようです。残念な

がら本市の人数は記載されていませんでした。こ

の記事から推測すると、県内他市と比較して本市

の移住者、Ｕターン者が――移住者というか本市

へのＵターン者が少ないようです。その要因につ

いてはどのように分析されているでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 
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○畠山淳一企画調整部長 まず、「くらすべ山形」

でリリースした移住者数については、あくまで県

の「くらすべ山形」への相談窓口を通じた移住者

数とのことでありました。これは、移住者数の実

数から比べると限定された数字と捉えています。

「くらすべ山形」に聞きましたところ、本市のカ

ウントは333名中12名ということでありました。 

  一方で、本市で直接、移住相談を行った件数は、

令和６年度152件ありまして、そのうち確認でき

ている範囲でも29名が移住されております。この

差は、国に移住者の定義がない、自治体によって

定義やカウント方法が異なることが原因と考え

ていますが、本市の移住の取組としては、「くら

すべ山形」で出した数字以上の成果が出ているも

のと認識しております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 少し私の認識とそこは

違うのですが、「くらすべ山形」を通すか通さな

いかということではなくて、「くらすべ山形」を

通した人数が米沢は少なかったということは、総

体的に考えると、ほかの市だって「くらすべ山形」

を通さないところもあるから、多分少ないのだろ

うと私は予想がつくわけです。だから、その要因

をどう考えているかというお聞きの仕方をした

つもりなのですが、その点、時間がないので今日

はそこでやめておきますけれども、ぜひその点も、

この次、何らかの機会にお聞きしますので、その

ようなお答えをいただければと思います。 

  （４）の広報戦略についてです。 

  米沢市の移住定住ＷＥＢサイト「米沢住」を見

せていただきましたが、このホームページも非常

によくできています。いろいろな事業なんかも書

かれているし、一生懸命頑張ってつくったのだな

というのがよく分かります。非常にいい出来だと

思います。私も細部までずっと見させていただき

ましたけれども、いろいろ勉強して調査をして取

材をしてきちんとつくった、そういう中身なので

すが、少し残念なのは、米沢住のページに行くま

で結構時間かかるのです。一旦、米沢市の移住定

住ＷＥＢサイトを検索サイトで検索して、例えば

「移住」と検索するわけです。そうすると、移住

定住ＷＥＢサイト「米沢住」の検索結果が出てき

て、次に「移住サイトをリニューアルしました」

のページが出てきます。その下に小さく「移住」

があって、ここをクリックすると、やっと「米沢

住」のトップページに行けるという中身で、しか

も、いっぱい上手につくっているというか、相生

市と違うのは、いろいろな事業がきちんと書かれ

ています。米沢市の場合も。ただ、一目でぼっと

分かるようになっていません。県の事業も途中で

入ったりいろいろしていて、いろいろな補助がで

きますよというのがよく分かります。ただ、一目

で分かるようなつくりになっていない。少しそこ

のところが残念です。 

  本市も、移住・定住を積極的に推進していると

のイメージづくりのためにも、そして、さっきか

ら言っているように「米沢住」の力作のページを

生かすためにも、もう少し見せ方の工夫だとか対

策が必要なのではないかなと思います。せっかく

いいものをつくっても、何回もクリックしている

うちに、ああ面倒くさいみたいになってしまった

のでは駄目だと思いますので、ぜひ、せっかくの

ホームページをもう少し、一目で米沢に移住すれ

ばこんないいことがあるよみたいなつくりにで

きないものかと。先ほど「検討します」という演

壇での答弁だったのですが、そこに行くまでも大

変です。その点も含めて、もう一回御答弁いただ

けますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ホームページ間の連携と

いうか連動については、点検をしておきたいと思

います。 

  また、施策の見方につきましては、これも庁内

で連携をして、関係する施策を横断的にまとめる

と。先ほど相生市の施策を御紹介いただきました

けれども、参考にしながら進めてまいりたいと思
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います。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  私は、いろいろ移住・定住の話をしましたけれ

ども、近隣市町村との人の取り合いというよりも、

基本的に米沢市で生まれた若者に住み続けてい

ただく、それが何よりも大事で、流出することが

ない環境づくりをできるだけやってほしいとい

う思いを強く持っています。 

  最後に市長にお尋ねしますけれども、移住・定

住、そして若者流出についての見解を少しお聞か

せください。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 我妻議員、御質問ありがとうござ

います。大変いい御提案を、質問を通じていただ

いたので、我々としてはしっかり受け止めて研究

をしたり、実行するものは実行したいと思います。 

  その上で、人口問題についての全体の所見とい

うことでありますが、誤解を恐れず言えば、これ

から15年間は少なくとも、山形県全体もそうです

し置賜全体も、いや、もう20年間かもしれません

が、やり方を間違えると、確実に人口は減り続け

るということだと思っています。極端な移民政策

でも打たない限りであります。したがって、米沢

も減り続けます。 

  ただ、そのときに、人口が減ったから減ったか

ら、ああ駄目だ駄目だ駄目だ駄目だと思うと世の

中暗くなるわけで、やはり変えなければいけない

のは、１人当たりの所得が増えると。要するに、

１人当たりの所得が増えていくうち、人が減って

も所得は増えていくんだよと。要するに暮らしは

豊かなんだよということが、数字で言えば非常に

大事だろうと私は思っています。 

  所得が増えるというのは、企業が給料を払う、

役所が給料を払うもあるのですけれども、行政と

すると実質所得が増えるということも非常に大

事だろうと思います。 

  例えば移動の手段で、安いお金で移動できると

か、例えば給食無償化も実質所得でやっているの

ですけれども、そのときターゲットにするのは、

20代、30代の実質所得をどうやって増やしていく

かというところにターゲットを絞って、ぐっと政

策をパッケージで進める必要はあるだろうと思

っています。別に20代、30代だけが大事だとは言

いませんが、事、人口問題について言うと、主な

メインのターゲットはどうしてもそこになるだ

ろうと。「母になるなら米沢市」ではないですけ

れども、やはりそこ。加えて言うと女性というこ

とにおのずとなるだろうと。 

  そうなると、産業団地を今度造るわけでありま

すけれども、やはり女性が働きやすいというか、

そこに狙いを定めて、そういう企業を意識的に誘

致していくということも非常に大事。女性が魅力

を感じるというような職場をつくっていくとい

うことは、少なくともどんどん女性がいなくなっ

ている現状ですから、これは非常に大事だろうな

と。やはり所得が増えるので。 

  買物の場所がないという話はよく言われるので

すが、これ先ほどどなたかの質問でもありました

けれども、山形市だって買物しないわけです。率

直に言ってね。もはや買物もネットでしてしまう

わけです。だから、これなかなか買物というのは、

買物の場所ができれば人が増えるかって、これは

そう簡単ではないですね。だから、むしろ実質的

な所得をどうやって増やすんだというところ、そ

こをきちっとターゲットを絞ってやるというこ

と。 

  あと、来た者を分捕り合いしては駄目だよとい

うのは全くそう思います。その一つが、今日、上

下水道部長もいろいろ話をされていましたけれ

ども、インフラがかなり厳しくなる状況の中で、

既存のインフラがという中で、もうフルセットで

米沢市が、いや置賜の中心だから、これも持たん

なんねえ、あれも必要だ、これも必要だという時

代ではもう到底ないということだろうと思いま
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す。 

  今、川西町の茂木町長や飯豊町の嵐町長や高畠

町の髙梨町長などともいろいろ話していますけ

れども、やはり置賜がある程度連携して、２市１

町でもいいし何でもいいのですけれども、絞って

物を造っていくという時代に完全になっている

ので、そこは、そういう形で置賜一円での地域の

計画ということも、そろそろ考えていかなければ

いかぬと。全部自分でがめるというか、取るとい

う時代では到底ないよなという気がしておりま

す。少し漠とした話で恐縮ですけれども、こう思

います。 

  最後に、世の中は変わるということですから、

変わるということは、私、本当に常に思うのです

けれども、変わるときはチャンスなので、それは

チャンスとして、東京一極集中のごみごみしたと

ころがいいのか、東洋のアルカディアの米沢がい

いのか、そっちがいいよと思ってもらえるような

まちづくりを置賜連携でつくっていくというこ

とが肝要かなと思っております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 大きな２番で、（４）

の下水道についてお伺いします。 

  答弁を私聞き逃していたら失礼なのですが、下

水道の耐震化というのはどのように進めている

のでしょうか。 

○島軒純一議長 安部上下水道部長。 

○安部晃市上下水道部長 下水道の耐震化でありま

すけれども、現在、具体的な耐震計画というもの

を持っていないところであります。このため、今

後でありますけれども、耐震診断の調査であった

り、あるいは下水の場合は地質調査、そういうも

のが必要になりますので、そういうものを実施し

ながら、来年度その調査を実施する予定でありま

すので、その結果を基に、今、暫定版でつくって

おります上下水道耐震化計画というものを持っ

ておりますので、それの見直しをしながら、順次、

耐震化を進めていく計画をつくっていく、そのよ

うに考えているところです。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） そうすると下水道は、

水道だと交換する都度耐震化を多分やっている

とお聞きをしていますけれども、下水道の耐震化

はこれからということですか。今の段階ではまだ

進めていないという考えでよろしいですか。 

○島軒純一議長 安部上下水道部長。 

○安部晃市上下水道部長 答弁で分かりづらい点が

あって大変申し訳ございませんでした。既存の下

水道管で、いわゆる耐震性能があると思われてい

るのは、基本的に重要な防災拠点であったり、避

難所からの流下管路になりますけれども、そのう

ち約20％程度は耐震性能があるとなっています

ので、残りの８割を今後そういう計画で進めてい

くということです。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） はい、分かりました。 

  もう１点、これからの計画なのでしょうけれど

も、そうすると、ストックマネジメントの関係で

いろいろ話をいただきましたけれども、点検調査

を基にこの計画をつくるということで、その点検

結果などについてはもう出ているということで

よろしいですか。 

○島軒純一議長 安部上下水道部長。 

○安部晃市上下水道部長 下水道施設については、

これは継続してやっていかなければなりません

ので、期間を定めて、それを基にマネジメントを

見直していくという形になります。 

○島軒純一議長 以上で18番我妻德雄議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 
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  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時３０分 散  会 
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